
 
 
平成 27年度環境省北海道地方環境事務所請負業務 
 
	 

	 

	 

	 

平成27年度環境カウンセラー研修企画検討等業務	 

実	 績	 報	 告	 書	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

特定非営利活動法人	 

北海道環境カウンセラー協会	 



 
平成 27 年度環境省北海道地方環境事務所請負業務	 

 2 

目	 次	 

１．はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3	 

２．業務の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3	 

３．業務の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3	 

（１）研修の企画・調整及び事前準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3	 

（２）研修当日の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	 

（３）研修の開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6	 

（４）事後処理	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 38	 

（５）本業務の総括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 38	 

添付資料	 

資料１	 配布資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41	 

資料２	 情報提供資料１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42	 

資料３	 情報提供資料２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45	 

資料４	 基調講演資料１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47	 

資料５	 基調講演資料２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53	 

資料６	 基調講演資料３・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55	 

資料７	 グループディスカッション資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57	 

資料８	 アンケート	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 60	 

資料９	 アンケート集計結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62	 

資料５	 アンケート（一般向け）	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 66	 

資料６	 アンケート（一般向け）集計結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67	 

	 

	 

	 



 
平成 27 年度環境省北海道地方環境事務所請負業務	 

 3 

１．はじめに	 

	 特定非営利活動法人（以下「NPO	 法人」という。）北海道環境カウンセラー協会は、平成27年度環境

カウンセラー研修企画検討等業務仕様書（以下「業務仕様書」という。）に基づき、本研修の企画・運

営を行った。この報告書は、実施した業務内容を報告するものである。	 

	 

２．業務の目的	 

本業務は、環境保全に関する豊富な知識や経験を持ち、環境保全活動に取り組もうとする市民や事

業者の相談に対応するとともに、自ら環境保全活動を実践し、環境パートナーシップづくりをするこ

とを期待される人材（環境カウンセラー）を対象として、環境カウンセラーとしての資質・能力の向

上や情報交流による環境カウンセラー間のパートナーシップ形成を図ること等を趣旨として開催する

「環境カウンセラー研修」（以下、「研修」という。）について、より効果的に行うための検討、企画、

調整等の業務及び、研修を運営することを目的とする。	 

	 

３．業務の内容	 

	 

（１）研修の企画・調整及び事前準備	 

①	 研修プログラムの検討・作成	 

	 ア）業務仕様書に基づき、研修会午前の部として、受講者全員（定員５０名程度）を対象とした

基調講演（一般公開する）について検討した。その結果、「持続可能な社会」、「地元との関

わり・連携・教育」、「人材育成・後進の育成」、「CSR」、「環境教育」、「生物多様性」、「ネッ

トワーク形成」、「地域活性化」、「連携による地域課題の解決」などのキーワードで、講師候

補を複数名選定し、実施計画（案）を作成した。	 

	 

	 イ）業務仕様書に基づき、研修会午後の部のグループディスカッションのプログラムを検討し、

午前の部の内容をもとに、情報交流によるパートナーシップ形成をより効果的におこなうため

の実施計画（案）を作成した。	 

	 

②	 講演テーマの設定及び講師依頼	 

研修の実施計画（案）について、事務所担当者と協議した結果、業務の目的に合致した計画で

あるとの評価を得、基調講演のテーマについても、事務所担当者と協議の上設定した。選定して

いた講演候補者に、講演の依頼を行い、快諾していただき、その後、事前の打合せを１回行った。	 

	 ・講師	 

情報提供等：環境省	 北海道地方環境事務所	 矢吹育夫氏	 

基調講演：北の里浜	 花のかけはしネットワーク代表	 鈴木玲氏	 

	 

③	 研修会場の確保	 

研修会場は、参加者の利便性を考慮し、札幌駅前にある公共施設「札幌エルプラザ」2 階の環

境研修室を利用することとした。	 
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④	 プログラムの確定、資料及びアンケートの作成	 

講師と会場が確定したのを受け、研修の実施計画（案）と基調講演のテーマをもとに、本プロ

グラムを確定した。（次ページ参照）	 

	 研修に使用する資料及びアンケートについては、講演講師及び北海道地方環境事務所と内容を

調整し、作成した。	 
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平成27年度環境カウンセラー研修スケジュール（北海道地区）	 

開催日時：12月13日（日）１０：００～１６：４５	 

場	 所	 ：札幌市環境プラザ環境研修室（札幌市北区北８西３	 札幌エルプラザ２Ｆ）	 	 

定	 員	 ：最大５０名	 	 

10:00〜10:10	 

(10 分）	 

開会・オリエンテーション	 

	 主催者挨拶	 環境省北海道地方環境事務所	 

	 	 環境対策課	 課長	 永井	 均	 

10:10〜10:30	 

(20 分）	 

環境カウンセラー制度及び情報提供等について	 

	 環境省	 北海道地方環境事務所	 

	 	 企画係長	 矢吹	 育夫	 

午

前

の

部	 10:	 30〜12:00	 

(90 分）	 

基調講演（一般公開）	 

自然・人がきずなで繋がる里浜復興	 

	 北の里浜	 花のかけはしネットワーク代表	 

	 手稲さと川探検隊局長	 鈴木	 玲（あきら）様	 

	 12:00〜13:00	 

(60 分）	 

昼食・休憩	 

グループディスカッション	 

	 基調講演を受けて「環境カウンセラーとして、どう伝え、どう広げ

る？」	 

ファシリテーター	 ：NPOファシリテーションきたのわ	 溝渕清彦	 様	 

基調講演を基にワールドカフェ形式で小グループに分かれ、グルー

プを変えながら数回、対話、お話をしていただきます。	 	 

対話の中で、環境カウンセラー同士の経験交流・情報共有も進めま

す。	 	 
	 

休憩（10 分間）	 

グループディスカッションの感想（質疑を含めて３０分）	 	 

出席者各自による発表	 

13:00〜16:40	 

(220 分）	 

まとめ（10 分）	 

午

後

の

部	 

16:40〜16:45	 

	 

閉会式〈修了証交付〉、アンケートの記入等	 

解散	 
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（２）研修当日の運営	 

①	 会場の設営、受付事務	 

会場に必要な機材、資料を搬入し、機材の調整、受付の設置、研修会場の机の並べ替え、資料

配付等を行う。また、研修出席者の受付を行い、出席者名簿に基づいて、当日の出席予定者の出

欠状況の確認を行った。	 

	 

②	 研修の進行管理等	 

研修会場での進行管理及び講師接遇を行った。また、研修会終了後、受講者に対してアンケー

トを実施した。	 

	 

③	 実績報告書作成のための記録等	 

研修状況の写真撮影、研修内容の録音、研修教材等資料の収集整理を行った。	 

	 

（３）研修の開催	 

■10:00〜10:10	 

	 開会・オリエンテーション・主催者挨拶	 

	 	 司会	 

	 環境省北海道地方環境事務所	 

	 環境対策課	 企画係長	 矢吹	 育夫氏	 

	 

	 主催者挨拶	 	 

	 環境省北海道地方環境事務所	 

	 環境対策課	 課長	 永井	 均氏	 

	 

本日は平成27年度環境カウンセラー研修にご参加い

ただき、誠に有難うございます。また、皆様方には、

日頃より、カウンセラーとしてそれぞれのご専門を生

かしての啓発活動や保全活動にご尽力いただいており

ますことに、心より御礼を申し上げます。	 	 	 

さて、先日の11日までパリでCOP21が開かれていたと

ころですが、持続可能な社会の実現に向けて、地球温

暖化対策の一層の推進をはじめ、生物多様性の保全や

廃棄物の発生抑制などの環境問題への対応が重要であ

ることは言うまでもありません。一方で、今日の我が

国においては、急速な少子高齢化の進展、地方の人口

減少と東京など大都市圏への人口集中が進んでいると

いう状況があります。そうした中で、小さな村落から

大都市まで、各地域がそれぞれの特性を生かした自立

的で持続可能な社会を目指していくことが、重要な課
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題となっています。	 

つまり、環境問題を解決する取組を、地域社会の関連する課題解決や、地域経済の好循環につなげ

ていくことが求められています。昨年11月には「ESDに関するユネスコ世界会議」が日本で開催されて

おりますが、そうした意味で、環境教育においてはESDの視点を入れること、活動においては様々な主

体による協働といったことが求められていると理解しております。	 

午前の部は、こうした流れにふさわしい基調講演として、「自然・人がきずなで繋がる里浜復興」

と題して、北の里浜	 花のかけはしネットワーク代表、手稲さと川探検隊局長の鈴木玲様よりご講演

をいただきます。午後からは、環境カウンセラーの皆様のみの参加となりますが、ワールドカフェ形

式でのグループディスカッションを行っていただきます。他のカウンセラーの方々との情報交換の中

で、環境カウンセラーとしてどう伝え、どう広げて行くか、その取組を共有し、今後の活動に活かし

ていただければ幸いです。	 

以上、大変簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。	 

	 

■10:10〜10:30【情報提供】	 

「環境カウンセラー制度及び情報提供等について」	 

	 環境省	 北海道地方環境事務所	 

	 	 企画係長	 矢吹	 育夫	 様	 

	 

	 今回、環境カウンセラーについて初めて聴くという方、

今後、環境カウンセラーになりたいという方もいらっし

ゃると思いますので、環境カウンセラー制度について、

お話ししたいと思います。	 

	 	 

	 環境カウンセラーとは	 	 

	 ｢環境カウンセラー登録制度実施規程(平成 8 年 9 月 5

日環境庁告示第 54 号》｣	 に基づき､自らの知識や経験を

活用して助言等を行う者のうち､一定の要件を満たす者

を環境カウンセラーとして｢事業者部門｣及び｢市民部門｣に分けて登録し､広く公表することにより､市民

や事業者等の環境保全活動の推進に資することを目的とするものである、とされています。	 

	 一定の要件とは、以下Ⅰ～Ⅲの全てに該当する者となっています。	 	 

Ⅰ.環境問題や環境保全に関する基本的な知識を有している者	 	 

Ⅱ.環境保全活動に関する相当の知見と経験を有している者	 	 

Ⅲ.上記の知識と経験を活用して､環境カウンセリングを行い得る資質及び能力を有する者	 	 

	 活動内容としては、事業者部門と市民部門に分かれています。事業者部門は、企業や事業者等が取り

組む環境保全に関わる事業や環境保全活動等に対して､企業等が抱える問題や課題等について最も望ま

しい解決に向けて適切な助言等を行うことになっています。主な活動例としては、エコアクション２１

や環境マネジメントシステムの監査､社内の監査員教育などとなっています。	 

	 また、市民部門に関しましては、地域や市民団体､学校等が行う環境保全活動や環境学習等に対して､
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問題や課題の解決に向けて適切な助言等を行えるか､地域の環境パートナーシップ形成等､地域における

環境保全を牽引することとされています。主な活動例としては、セミナー講師､環境イベント等の企画等､

地域の環境保全活動への助言や参加などがあります。	 

	 右のグラフが発足当時からの人数の推移です。ピー

クは、平成 20 年前後です。それ以降、残念ながら減っ

ています。	 

	 登録して、それですぐに環境カウンセラーの仕事（依

頼）が来るというわけではないので、登録してもその

ままになってしまっていたり、失効してしまったりと

いうことになっている方もいます。それらが、減少の

原因だと思います。	 

	 環境カウンセラーの探し方	 

	 次に、環境カウンセラーのホームページの利用の仕方です。これについては、もう 1 枚、配付してい

ますので、そちらも参考にしてください。	 	 	 

環境カウンセラーを活用されたい方は､環境省本省ホームページで活用したい内容を入力し検索させ

ることで､目的に合った環境カウンセラーを探すことが可能です｡	 	 

	 	 具体的な活用方法についてご説明します。	 まず、環

境省のホームページを検索し表示させます｡	 トップペ

ージから､総合環境政策を左クリック後、総合環境政策

のページの環境教育･パートナーシップの項目を左ク

リックします｡次に、環境カウンセラーの項目にマウス

を持ってくるとプルダウンメニューが表示されます｡	 

プルダウンメニューからカウンセラー検索を左クリッ

クすると、カウンセラー検索のページが表示されます｡	 	 

	 	 	 

	 環境カウンセラーを探すには、｢地域｣「活動内容」

「専門分野」「キーワード」などから探すことできます。また、名前もしくは、名字がわかっている場

合は、名前で検索することもできます。	 	 

	 	 	 

	 環境カウンセラーの活用のしかた	 

｢カウンセラー活用に関する問い合わせ等｣を左クリックすると､カウンセラー活用に関する問い合わ

せ等の入力ページﾞが表示されますので､必要事項を記入して､｢送信内容確認｣を左クリックし内容確認

後､送信を左クリックします｡	 このフォームに入力した内容はパソコン上に残りませんので､どんな内容

の問い合わせをいつ行ったのか忘れないため､記載内容を別途コピーで残しておくことをおすすめしま

す｡	 	 

	 

	 情報提供として	 

	 環境省で取りまとめたＥＳＤに関する資料を入口で配付しています。もう一つ、IPCCリポートコミュ
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ニケーターの募集も行っていますので、チラシを置いています。現在は、気象予報士や地球温暖化防止

活動推進員の方が、IPCCリポートコミュニケーターとして活動されています。これは、地球温暖化に関

する第5次報告書や温暖化防止に対する知識を、国民に広めて頂くためのものです。研修を受けて頂いた

後、コミュニケーターになっていただきますと、独自のIDやパスワードが発行されて、説明できる資料

等にアクセスできるようになります。こういったものも募集しておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。	 

	 これで、事務所からの説明は終わらせて頂きます。	 
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■10:30〜12:00【基調講演】	 

「自然・人がきずなで繋がる浜里復興」への道のり	 

	 北の里浜花のかけはしネットワーク代表、手稲さと川探検隊局長	 

	 	 鈴木玲様	 

	 

○司会	 それでは、これより基調講演に入ります。	 

	 今回は、北の里浜花のかけはしネットワーク代表、手稲さと川探検隊局長であります鈴木玲様より、

「自然・人がきずなで繋がる浜里復興」への道のりという題目でご講演をいただきます。	 

	 それでは、鈴木様、どうぞよろしくお願いいたします。	 

	 

	 おはようございます。	 

	 北の里浜花のかけはしネットワークの鈴木と申します。	 

	 ちょっと長くなりますけれども、いろいろとお話をしてい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。大抵は、

頼まれると１５分とか２０分ですごい急ぎ足で話して終わっ

てしまうので、きょうはゆっくりお話ができるということで、

大変うれしく思っています。せっかくなので、１時間ぐらい

お話をさせていただいて、３０分ぐらいで質問をいただいた

りしながらお話ができればと思います。	 

	 

はじめに	 

	 北の里浜花のかけはしネットワークというのは、つい水曜日までも、釜石や亘理、名取あたりに行っ

て活動してきましたが、東日本大震災の後、北海道と被災地をつないで、そこに浜辺の砂浜の植物を返

していくということを加味して活動しております。その中身について、これから話していきたいと思い

ます。	 

	 研修の事務局の方から、「いろいろなつながりを通

して活動している中身」と、「どういうふうにやって

いるのか」、「何でやっているのか」ということを話

してほしいということでしたので、大体このような

話をすればいいのかなと思い、五つ挙げてみました。	 

	 この話をするに当たって、今までよく考えないで

活動していましたが、こういう段階があるのだなと

いうことがわかりました。僕は、雪印種苗という会

社に３月までいたのですけれども、その中でやった

事業が上の二つです。公共事業の中で、市民とか市民団体などと協働してやるということです。	 

	 あとは、配付資料にもあるかもしれませんが、「コープさっぽろ」さんと森づくりの活動をするという

のが、企業の中のＣＳＲで、受注をするというよりは、一緒にやる形をとりました。	 

	 それとは別に、市民活動として、手稲さと川探検隊と、今、新たに手稲まちづくりネットワークとい
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う形でやっているのですけれども、このまちづくりの活動、そして、雪印種苗にいる間から始めて、今

も続けているのですけれども、震災復興です。こういう段階を経てきたのだなと感じています。	 

	 ふざけてはいないのですが、お話しする前に、私

と私の取組、今回の気持ちについて、ご理解してい

ただいたほうがいいと思ったので、このように書い

ています。	 

	 まず、ここで話す内容をちゃんとできているわけ

ではないということで、いろいろな人の力を借りて、

きょうも来てくださっている方がいらっしゃいます

けれども、その方たちの力を借りて、何とかかんと

かやっているというものです。今は会社をやめて独

立してやっていますけれども、しっかりと食べられる状態までにはまだいっていません。そういう者が

話すということです。	 

	 それから、先ほども言いましたけれども、どういうふうに、どうしてそれができたのかということや、

どうやればいいのかということがよくわかっていないのです。よくわからないながら考えたことである

ということと、言っていることがよくわからないとよく言われます。「よく」がいっぱいついていますが、

気持ちはわかったけれども、言っていることの中身があまりわからないと言われたことがあるので、そ

うならないように一生懸命話したいと思います。そんな感じで受け取っていただければと思います。	 

	 ゆうべ、この２０年間を振り返って考えていたのですが、何をしたかということを話してもあまり伝

わらないのかなと感じました。その時に、こういうふうに考えました。こういう人と会って、こう思っ

たということがあって次のステップに入っていったので、そこをなしに、こういうことをしました、あ

あいうことをしましたという話をしても、何か伝わらないだろうと思ったのです。その辺を話していく

と、人生を語るような話になってしまうので、これを聞かせるのはどうかなと感じるのですが、その辺

は我慢していただいて、その時、こういうふうに思って、こういうふうにやってきましたというお話を

します。ですから、そういうことがあってこれがあったのか、自分ならこうなのかなというように聞い

ていただいて、もしお役に立てることが一つでもあれば嬉しく思います。	 

	 

自己紹介	 

	 私は、昭和３９年の釧路生まれで、その後は小樽

の朝里で育っています。小学生時代は朝里にいて、

海もあり、山もありで、汽車に乗れば札幌に来られ

るというところで、たっぷり遊んで育ちました。虫

などが友達でしたし、友達と遊ばないと家にいても

つまらないということで育ちました。その後、稚内

や函館に住み、北大に行きました。	 

	 大学ではワンダーフォーゲル部にいて、山や沢を

駆けめぐっていたのですが、そのころはこんな体型ではなく、すごく動いていました。林学を専攻し、

河川改修と水生昆虫の生息環境について卒論を描きましたけれども、子どもの頃から野山を歩き回って
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ましたので、森と川とはとても馴染みがありました。	 

	 その後、かなりバブルな時期に雪印種苗（株）に入りました。最初はゴルフ場の工事を担当しました。

会社の中で三つも四つもゴルフ場の工事をやっていたのですが、その辺の木をばりばりなぎ倒してとい

うつらいところですが、山を削ってゴルフ場を造っていました。１００人以上の人や下請、孫請、ひ孫

請の方々を動かして、よたよたしながら山の中で工事の指揮を執っていましたが、こんなことをしてい

ていいのかなという気持ちがありました。しかも、殆ど休みもなくやっていました。	 

	 その後、事業がだんだん下火になっていく中で、サッポロファクトリーがアトリウムをつくったころ

から、室内緑化の試験をしながら実施していくということを始めました。その他、東京へ転勤して屋上

緑化をやったり、岩手に異動して工事受注の営業に携わったりした後、札幌に戻ってきて、１９９７年

から自然植生復元という仕事をスタートしました。	 

	 それとは別にボランティアで２００４年から手稲さと川探検隊、２０１２年から手稲のまちづくりの

活動に参画して、コミュニティファーム等をしたり、２０１３年に北の里浜花のかけはしネットワーク、

そして、２０１５年に雪印種苗をやめて、一般社団法人手稲まちづくりネットワークを設立しました。	 

	 

	 子どものころから自然の中で生き物と遊んでいたので、そういうものを守りたい、後世に残したい、

私が子どものころに遊んだいろいろな自然を子どもたちに残したいと考えました。それから、人とのつ

ながりは、いつもよたよたしていて、いろいろな人に助けられてきたので、人とのつながりを大事にし

て一緒に楽しみたいと考えました。	 

	 会社に入ってから、周りの仲間とはある程度一緒に仕事をやれるのですけれども、例えば、公園をつ

くっても、公園をつくった後は使っている人の顔を見ることも殆どないので、仕事をして、どうもあり

がとうと喜んでもらえることになかなか出会えないというのが不満でした。	 

	 

自然植生復元について	 

	 せっかく環境カウンセラーの方々がいらっしゃ

いますので、自然植生復元をしていたころの仕事

の中身をちょっと紹介したいと思います。	 

	 もともとあった自然を戻すために、現地の植生

調査をしたり、タネをとったり、苗を育てたりと

いうことをしています。これは今も継続してやっ

ています。今まさに東北の津波跡地でやっている

ところですけれども、タネを殻から外したり果肉

を除去したりして、そのタネを播いて苗をつくっ

ていきます。	 

	 幾つかやった事例ですが、1 つ目は石狩湾新港の土砂処分場の緑化の事例です。これは、今の里浜ネ

ットワークにつながっていくのですが、石狩浜の植生復元みたいなことをやりました。２つ目は、茨戸

川ですね。そして、札幌ドームです。ちょうどドームをつくった２０００年にビオトープをつくりまし

た。また、恵庭にあるサッポロビールの北海道工場で、ビオトープ、浮島などをやっていますけれども、

自生の植物などで覆うということをやりました。函館新道ののり面も自生種でのり面を緑化しました。
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これらは、うまくいった事例です。こういうことをこれからどんどんできると思っていたのですが、そ

の後はそれほどできませんでした。	 

	 これは、富良野川です。十勝岳の泥流の跡ですけ

れども、気象条件の厳しい標高８００メートル以上

のところが緑化されないということで、タネを採っ

て導入しようとしました。しかし、タネではなかな

か育って定着しないため、苗をつくって入れようと

いうことになりました。現地に生育する亜高山帯の

苗をうまく育てられるか、苗を現地に定着させられ

るかという試験を結構長くさせていただきました。

実際にいろいろな試験施工をして、１年育てて植え

て定着させられる樹種や、２年育てて植えなければ定着しにくい樹種があり、また望ましい植栽密度と

樹種割合などを明らかにしていきます。それから、目標設定を微地形ごとに三つに分けなければいけな

いということがわかり、それぞれにどのように植生導入すべきかを導き出して、実際にこの後の事業で

ずっと実施されていきました。	 

	 そのときに、調査・試験施工している間に、だんだん自然に緑化が進んで、植生導入を始めた頃には

半分ぐらいは自然に生えたものが増えていって、緑化が進んでいきました。ですから、僕たちがこんな

に一生懸命やった調査や検討の結果が出る頃には緑化対象地は半分以下になってしまって、残念なよう

な、自然は強いなと思ったりしました。	 

	 

公共事業での協働	 

	 その頃、公共事業の中で協働するということが

だんだん増えてきまして、先ほどの函館新道の緑

化をするに当たって、地域の学校と一緒にやろう

ということになりました。この頃は、こうやった

らできるのではないですか、やりませんかという

提案を国交省の北海道開発局さんも北海道土木現

業所さんもわりと聞いてくれて、僕らがそれを受

注して、小学校に行って苗づくりをして道路の緑

化の際に入れるということを６年間させていただきました。	 

	 これは、役所が主体です。学校に声をかけていただいて、僕らがそこに行って、こういうふうにやり

ましょうという話をして進めるというパターンです。特にここでは違和感はなくすんなり進みました。	 

	 ６年目を過ぎて、これからも学校がやりたいという話をした中で、受注業者である我々は、役所のほ

うから予算がここで切れるので、ここでストップすると言われました。無理だという中で、学校から何

とかならないかという話を受けた時に、外部資金を何とか持ってきたり、地元のＮＰＯに渡してできな

いかと考えたのですけれども、そのころはまだ知恵も力もなく、結局、そのまま終わってしまいました。

残念です。	 

	 その後、釧路湿原の自然再生事業にも関わりました。これも請負とは大分違う感じです。ちょうど自
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然再生事業がスタートした時ですが、このときに、環境省と釧路のＮＰＯが協働で森づくりをしようと

いうことになりました。これは、湿原が壊れていくのは、周囲にある丘陵地の森がどんどんなくなって

いることも十分影響しているという理由から、環境省の方でやるということになりました。	 

	 ただ、苗をうまくつくれないと話しているＮＰＯさんを何とかサポートしてくれないかと相談されま

した。ＮＰＯさんと環境省との協働事業ですが、契約上はお金は環境省が出してＮＰＯが受注するとい

うちょっと不思議なものです。いろいろな手続のこととか実施計画とか見積もりとか実施するときにア

ドバイスや協働しながら実施していくということを、僕らがＮＰＯから受託する形で進めました。	 

	 

単年度事業の限界	 

	 協働での事業は、ある程度でき、小学校で苗づくりをしよう、一緒にやろうという学校があらわれ始

めます。最初の時点で、苗をつくるのはいいけれども、この学校は２年後に廃校して統合になるという

市内の学校ですが、それに参加したいけれども、２年後にバスを出してくれるのかという話を一番最初

の打ち合わせのときにされました。先ほどの函館新道もそうなのですけれども、こちらは、１年１年単

年度の請負業者ですから、しかも地元のものでもなく、何ら担保もないという中で、再来年のバス代は

どうなのだと言われても全く返事ができません。持ち帰って環境省さんと話をしました。環境省さんも

その予算を出せるかどうかわからないということでした。ＮＰＯさんも、「うん」とは言えないという感

じになりました。そんなバス代のことですら困ってしまって、みんなが棚上げしてしまうような状態で

す。	 

	 自分が地元のＮＰＯメンバーであれば、自分の判断で、実施できるよう頑張りますと言えるのですけ

れども、その立場ではないので、それができないということがありました。	 

	 そういう場合でなくても、苗をつくるということなりますと、やはり２年、３年とかかかって、単年

度では終わらないのです。そうすると、来年はどうなるのかということです。翌年役所の担当者が転勤

になるかもしれませんし、予算がちゃんととれるかどうかわからないところもあります。また、請負業

者は、特に翌年、その業務を受注できるかどうかわからないということで、全く責任を負えない状態で

す。それから、学校は、１年で校長先生や教頭先生などが代わることもありますので、地元のＮＰＯが

しっかりとこれはこういうふうに進めますと、環境省はこうしてください、学校はこうしてくださいと

いう形にならないと難しいと感じました。	 

	 それから、自然再生協議会をずっと見ていましたけれども、国交省も環境省も林野庁も頑張ってやる

のですが、自分たちのところだけ頑張ってやるのです。ＮＰＯも自分たちの主張をするだけです。本来、

協議会がこうあるべきだということをしっかり議論し調整して、各ステークホルダーにこういうことを

やるべきと指示していくようにしていかないと、これは難しいと思いました。	 

	 今、アメリカなどの事例などをテレビで見るだけですけれども、うまくいっているところとして、例

えば力のあるＮＰＯがあります。「力のある」という意味は理念・人材・資金力そして信用があって、い

ろいろステークホルダーが、そのＮＰＯと話を進めていくことが望ましいだろうと認めるというもので、

そのようなＮＰＯが、ここでも求められると思います。	 

	 今回の復興事業もそうですが、結局、役所の縦割りの予算の中でしか物事が進まないということがあ

ります。これを変えるのは簡単なことではないと思うのですが、ある程度しっかりした組織が上にある

といいますか、みんなに対して発言できるというのが重要で、その辺が今はないことが難しいと思いま
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した。	 

	 

仲間と森や川が、つらい状況を救ってくれた	 

	 この頃の冬に、暗い感じになりますが、家族が重

い病にかかります。私も精神的にかなりまずい状態

になりまして、毎日生きているのがやっとだという

感じになりました。	 

	 この時は、毎日毎日しんどかったのですけれども、

ある大先輩が「この状況では『幹』を伸ばせないだ

ろう、今はしっかり『根』を伸ばしとけ。しっかり

根を張っておくと後でそういう時が来たら、幹から

枝をどんどん伸ばせるからな」と言っていただいたて、すごく助けられました。	 

	 また、そういう辛い時に救ってくれたのが森や川です。それと芽が出てくる植物でした。ちょうどそ

の頃、ベランダにいろいろな植物の鉢があったのですけれども、その頃は水やりすらできないといいま

すか、思いつかないような状態だったので、たくさん鉢が転がっていました。春まで放っておいたので、

冬の間は大変な状態だったのですが、春に見たら芽が出ていたのです。それは、かなりピカッと日が差

すような感覚で、「うわ、すごいな、こんなに放っておいたのに植物の力というのはすごいな」と、とて

も勇気をもらいました。	 

	 こういう仲間たちや子どもたちが、先ほどの大先輩もそうですけれども、励ましてくれるといいます

か、そばにいてくれました。	 

	 ほかにも森や川によって救われる人がいるに違いないということと、すてきな仲間をつくって、そう

いうものを守ったり、育てたりしたいと考えました。また、そういうことが自らできるように体験をし

てほしいと思いました。	 

	 

やれる時に、やれることをやろう	 

	 そして、強く思ったのは、人間はいつどうなるか

わからない、ということ。自分も家族もです。自分

も、それまでは元気にやっていたのに、何か急に働

けなくなるということがあります。それは、心の問

題だったけれども、体もいつ急に具合が悪くなるか

わかりません。自分が大丈夫でも家族が急に具合が

悪くなる、親が倒れるということだったりで、ある

時、突然、それまで普通にできると思うことができ

なくなるということがあります。それは当たり前のことですけれども、その時強く思いました。やれる

ときにやっておかなければいけない、やれることをやろうということです。	 

	 僕はゴルフ場で仕事をしている時には本当にこんなことをやっていてどうなるのかなと思ってました

し、その後困難もいろいろとありましたが、ありがたいことに自分の得た経験や知識でやりたい仕事が

できる場を与えられるようになりました。なので、その経験や知識はぜひ出さなければいけないと思い
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ました。また、先ほどの大先輩も含めて、いろいろな方に助けられたので、人のつながりを大切にして

いきたいと思いました。	 

	 

自然体験活動、手稲さと川探検隊	 

	 手稲さと川探検隊の活動は２００４年に始めまし

た。何で始めたかという話ですが、上の子どもがま

だ小学生の時に、小学校の子どもたちと先生と一緒

にタネ採りをして、苗を育てて植えたりしていまし

た。	 

	 自宅近くの中の川という新川に真っすぐに掘って

作った川でしたが、ここで何かできないかと思いま

した。ペットボトルのわなを仕掛けたところ、生き

ものがたくさん入りました。ちょうど雨が降って増

水したので、生きものが避難のために入ったのだと

思うのですけれども、２リットルのペットボトルに

２０匹ぐらいのウキゴリが入って、スジエビも２０

匹ぐらい、うようよ入っていたのですね。こんなに

生きものがいたのだとすごくびっくりしました。	 

	 僕は、大学生時代にもこの辺に住んでいて、また

その頃戻って住んだのですけれども、こんなに近い

川にそんなに生き物がいるなんて全く思ったことが

なくて、それまで１度も川に入ったことがなかったのですけれども、すごくびっくりしました。	 

	 学校でやろうよと言って、学校の校長先生や担任の先生に話をしたら、みんなが「いいね、こんなに

いるんだ！」「すごいなあ、いいですねえ」と言うのだけれども、誰も「じゃあ、一緒にやろうよ」とは

言わないのです。「学校って何だよ」とぶつぶつ言っていました。ぶつぶつ言っていたら、僕の師匠から、

「それなら、おまえがやればいいだろう」と言われました。	 

	 それまでは、請負業者としてやったとか、ＮＰＯがこうだったらいいのになと思ったりとか、他人が

どうなのだという話をしていて、自分がやるというのは全然イメージしていなかったのです。その時に、

先ほどの話ではないのですけれども、やれるときにやらなければという思いがありました。夏でしたか

ら、どうにかして小学生を集めなければいけないと思いました。	 

	 ただ、小学生を集めるにしても、学校は休みだし困ったなと思っていたら、町内会のラジオ体操にた

くさん来ているということで、ラジオ体操の場所に行きました。子どもが結構来ているなと思いながら、

町内会長さんのところに行って、ここでチラシを配ってもいいですかと聞きました。町内会長さんは、

「何のチラシか」と聞くので、「ここの川には生き物がたくさんいるので、子どもたちに声をかけたいと

思うのですが、難しいですか」と聞くと、「１００人も来たらどうするんだ？」と言われました。	 

	 何人かのお父さんに、こういうことをやりたいのですが、一緒にやりませんかと声をかけて、三、四

人に手伝っていただくことで始めることにしました。	 
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	 ですから、すごく生き物がいる、自分たちで見ているのはもったいない、子どもたちにもさわらせた

い、どうしたらいいのかと思って、自分から始めたらと言われて、それでは始めようかなということで

たいして物を考えないで、始めたのです。その時に、先輩に「自分で始めるということを役所などに言

ったほういいですか」と聞くと、「役所などに言ってもまず役所は『うん』と言わないし、役所が『うん』

と言って、役所にああだこうだと言われてやるのは楽しくないぞ」と言われました。その楽しくないイ

メージがまざまざと浮かんだので、やめておこうと思い、役所には行きませんでした。	 

	 当時の北海道工業大学（現：北海道科学大学）の柳井先生、今は石川県立大学へ行ってしまいました

が、魚、河川生態のことを教えていらしたので、こういうことをやりたいのですと話をしたら、今はエ

コ・動物自然専門学校の講師をしている大塚君という当時４年生の学生が、そういうことを一緒にやり

たいらしいぞということで、会をつくることにしました。	 

	 今、会員はだいたい５０名です。スタッフ８名は

みんな現役の社会人です。学生ボランティアも北大

中心に数名います。	 

	 こういう自然体験の活動とか、調査、先ほどのモ

ニタリングの作業をしたり、最近はコミュニティフ

ァームだとか、アイヌ文化についても学んだりしな

がらやっています。	 

	 多くの親子に身近な自然体験のきっかけを持って

ほしいということで、身近なこんなところにもこん

なに生き物がいるのだよということと、こうやった

らできるということを伝えています。遠くの大自然

の中ではなく、身近なところにも自然はけっこうあ

るのです。自分たちでキャンプに行って、大自然を

味わえるような方々はいいのですが、今まで、そん

なことをしたことない、あるいは、自分が子どもの

ころにはやったけれども、子どもをどこに連れて行

っていいかわからないという人の何かのきっかけに

なればと思っています。	 

	 月に１回ぐらい開催しているのですけれども、嫌

になってしまうといけないので、ある程度スタッフ

がやりたいということをやろうということを大切に

しています。今、話しながら、最近はどうかと不安

になりましたが、そういう方針にしています。	 

	 写真は星置川での活動です。ここでは、川の生き

物をつかまえて、これは何だろうとみんなで見ると

いうことをしています。モクズガニのでかいのもい

ます。海に近いこともあると思うのですけれども、かなりつかまえられます。１１月には夏に捕まえた
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生きものの種類ごとに分類して数を数えます。虫の種類が多いので、楽しいです。	 

	 何かで数や種類がガラッと変わったりすることを見逃さないようにということでやっています。しか

し橋の耐震補強工事で採石がたくさん川に流されて川底の石が埋まってしまったのですが、つかまえ方

の問題かもしれませんが、生物相の変化はよくわかっていません。そういうことも、もう少しわかるよ

うにできればいいなと思っています。	 

	 森にタネがどのぐらい落ちたかということも毎年

４か所でやっています。１㎡の数を数えています。

いろいろと変動があるんだとわかります。こんなタ

ネなんだとそれぞれの特徴や散布の工夫を知ること

なんかは、子どもたちもオトナもびっくりではない

かと思います。最初は、苗づくりをやっていたので

すけれども、植えるべき場所があまりないのです。

目的もなく苗をつくるのはよくないですね。多少、

山口緑地のほうに植えましたが。	 

	 それから、冬はエゾシカの食痕が多く見られます。

最近は、手稲山でもかなり鹿が多く、被害がありま

す。富丘丸山という山から伸びる尾根があるのです

が、そこまでササを刈って道を作って登ると尾根上

は３メートル幅くらいの道ができていました。なん

と鹿が冬の間に尾根上の笹を全部食べてくれるので

糞だらけながらすごく歩きやすい道になっています。

ここに初春にフクジュソウがいっぱい咲いて綺麗で

す。鹿がそれぐらいふえている状態です。	 

	 エゾモモンガもいるのですが、最近見つけられないことがちょっと残念です。	 

	 こんなふうに、公園の山ではなくて、森の中である程度安全に遊ぶ。僕らが子どものころ、普通に裏

山で遊んでたんですけれども、自分たちが行かな

いとなかなかできないので、体験してもらいたい

なと。体験すれば、うちのそばのあそこでもでき

るねというところがそれぞれあるのではないかと

思います。	 

	 木育活動もしています。西区の方で海外でも人

形劇をやっているガウチョスさんという方々がい

るのですが、彼らに人形劇を見せてもらって、一

緒に森に行って、実とか松ぼっくりとか変わった

形の枝とか葉っぱとかいろいろなものをとってき

て、自分でマリオネットをつくって一緒にやると

いうようなワークショップもやっています。この

ように、みんなで一緒にやって楽しんでいる。そして、森のことも知って、こんな遊び方も知るという
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ことをみんなでやっています。	 

	 これは、コウモリナイト。夜の森を歩きます。

歩いて、見ています。コウモリも、どういうもの

なのかよくわからないのです。	 

	 この写真は捕まえて見せているところです。今

は捕まえませんが。このときコウモリの絵を先に

想像で描いてもらって、終わった後にまた描いて

もらうというプログラムをするのですが、前後で

全然違うのです。どこに爪があって、手はどうな

っているのか、どんな暮らしをしているのか、一

晩で７００匹も虫を食べるんだよと。そんなに来るのかということが連動したり、こんなものがいっぱ

いいるのだと、夜に歩くとぞくぞくするのですけれども、こういうことをしています。	 

	 カエルの卵は、さわったことがないという子ど

もがたくさんいて、僕はびっくりしたのですけれ

ども、よく考えたら、カエルが棲める環境が都市

にはなかなか残っていない。カエルは森や林で暮

らしていて、水たまりに卵を産むので、春の水辺

と林が両方セットで存在しなければいけない。ま

た１回壊してしまって絶滅してしまうと、また環

境を再生させてもトンボなら飛んでこられますが、

カエルは歩いてこられないので、そこは永遠にそ

こからいなくなってしまうのです。	 

	 結局、そばにそういう場所が全然ないと、そうだよな、カエルの卵をつかむ機会がないよなというこ

とで、どこに残っているのか、どこには元々いたけれどもいなくなったのかということをちゃんと地図

に記録に残していかなければいけないなということで始めました。	 

	 こうして地図の上で、赤い丸はいる場所で青い丸はいなかった場所です。それは、古い地図とか古い

航空写真を見てここにはいそうだと想像できる場所

を選定する、あるいは、いたよという情報があると

ころに行って、みんなで調べています。これは、も

っと続けていくので、いい場所の情報がありました

ら教えていただければと思います。	 

	 ほかには、先ほど話にでましたがササを刈って道

を作って歩いたり、野ネズミの調査をしたり、いろ

いろしています。あとは、学校で総合学習のお手伝

いをしたり、これは地元の富丘小学校ですが、出か

けていってお手伝いをしています。	 

	 これは、被災地での北の里浜とのコラボですが、ライブに参加したり、LIGHT	 UP	 NIPPON という震災

当初から各地で花火を打ち上げているグループと一緒にやっています。	 
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	 このように自然の中にいると、気持ちがいいなと

思います。先ほど言いましたが、僕が一番しんどい

ときに、自然にとても癒やされたことがありました。

自然には癒やす力があるので、予防といいますか、

耐えられなくならないうちに何とかしてくれる力が

あるのではないかということで、福祉と連携をいろ

いろ考える活動もしてきました。リラクゼーション

をしたり、介護予防などのところと一緒にしたり、

いろいろなことを滝野公園や北大植物園で体験した

りしています。	 

	 これは、手稲でもやりたいとずっと前から言っているのですけれども、なかなか実現していません。

来年度はやりたいと思っています。	 

	 広報・啓蒙活動として展示をしたりもしています。

また、昨年は「身近ないきものフォーラム」を開催

しました。このフォーラムは、活動を始めて１０年

ぐらいたったので、地域のそういう活動をしている

方々ともうちょっと横のつながりを持ちたいという

ことで、みんなで集まっていろいろな話をしていま

した。	 

	 これからも横のつながりをちゃんと持っていきた

いと思っていまして、同じ活動をしているとこうい

う場でたまたま会ったりするのですけれども、お互いに活動に参加したり、一緒に活動するということ

ができそうでできないのですね。その辺をより多くの人に体験してもらうというのは、僕たちのスキル

アップのためにも大事だなと思っています。	 

	 このような活動を通して、実際に命のすばらしさとか、仲間と協力して楽しむとか･･･、親も子もでき

るようになってきたと言われ、それはとっても嬉しいことですね。	 

	 

まちづくりの活動	 手稲まちづくりネットワーク	 

	 それから、手稲さと川探検隊ではこのような体験活動を、月に１回、３０人ぐらいの参加者でしかで

きないので、日常的にできるようにするためには、いろいろな人に伝えるということと安全で楽しいフ

ィールドを開拓するということが必要ですね。毎日使える場所となると、近くでなければいけないので、

そういうフィールドがあって、そこに子どもを見守れるような人の配置ができればいいなと思っていま

す。いろいろな方に関わってもらえれば良いなと思います。もっといろいろな見守れる人を増やしてい

きたいですし、夢ですがフィールドを持ってしまえれば良いなあと思います。	 

	 そしてやりたいことをやろうよと言ってると、畑を作って採れた野菜をちゃんと食べたいねと話すよ

うになりました。そうするとコミュニティファームを近所でやっている人たちに出会って、一緒にやり

ましょうという話になりました。手稲の前田森林公園の中にあるコミュニティファーム「野良がっこう」

というのですけれども、北海道科学大学の碇山先生とゼミ学生、近隣の方や福祉施設の方などがメンバ
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ーで、毎週土曜日の午前に集まって農作業をして収

穫しています。メンバーの手稲あすなろ保育園さん

と一緒に収穫祭などもしています。	 

	 地域のいろいろな方々がいる中で、僕らは森や川

で遊んでいて、またコミュニティファームを通して

違うタイプの方々と繋がって、なおかつ食べ物など

が絡んでくると更に輪が広がるのではないかと考え

ております。そこでは、まちづくりの仲間たち、い

ろいろな世代も違う、生活の時間も違うような人た

ちとつながっていけるのではないかと思っています。	 

	 今、これを「わくわくファーム構想」と名付けて

考えています。図のこちら側ですが、まちづくりネ

ットワークの部分、今年の８月から手稲駅南口でコ

ミュニティカフェを始めました。商店街の中にある

ので、商店街の方々と絡みながら、コミュニティフ

ァームで育てた作物を持ち込んだり、逆にカフェを

通してファームをやっているのなら一緒にやりたい

という方や、収穫した大豆でやっている味噌づくり

ワークショップに参加される方とかも絡んでくるとおもしろいと思います。このコミュニティカフェ、

「めりめろ」と言うのですけれども、手稲駅南口で運営しています。ここから、いろいろなつながりが

広がっていけばと思っています。	 

	 

企業 CSR 的なアプローチ	 コープあすもり	 

	 話が戻りますが、コープ未来（あした）の森づく

りというチラシが配られていると思います。	 

	 これは、生活協同組合コープさっぽろさんと私が

当時勤めていた雪印種苗と協働で行っている森づく

りの事業です。これはコープの森づくりの事務局を

やっている北海道市民環境ネットワーク（きたネッ

ト）さんから、雪印種苗も関わらないかと相談され

たのが始まりです。この事業は、森づくりをやるの

ですが、今までやっていたのとちょっと違う形でやりたいということでした。森をつくるけれども、人

もつくりたいということです。市民の森づくりを進められる人を育てたいということでした。	 

	 僕は、会社としてそれに関わってどういうことができるかを考えました。ただ、会社の正式なＣＳＲ

という形では進めにくいという事情が会社の中にありまして、人件費はある程度いただくという形で、

会社の儲けにはならないけれども、企業と企業グループにとってこういうプラスの面がありますとか、

こういうところで活かせば良いのではないでしょうかという話をしました。コープさっぽろと雪印種苗

のつながり、コープさっぽろに品物を卸している雪印メグミルクグループとのつながりがありますし、
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この事業を通して新しい試みをするので、ここで得られた技術は他で使えますと会社に説明して、了解

を得ました。それは、つながりと言えばつながりですが、事業として取り組むメリット、そのメリット

を活かすのが僕の仕事だなと思って始めました。	 

	 実際に事業展開については、実施する前に会社をやめてしまったのですが、後輩が今後進めていくと

いうことになります。	 

またここでは非常におもしろい取り組みを幾つかやっているので紹介します。場所は、道民の森の神

居尻地区です。ここは１０年分ぐらいの植樹ができるので、２年で５ヘクタールでしょうか、以前開拓

して牧草地と使っていたエリアです。そこで、一般公募のワークショップメンバー全員で、どんなふう

に森ができたがっているのか、もともとどんな森だったのだろうということを、牧草地を歩きながら、

周りの森を見ながら観察しました。	 

	 この人は、旭川のＮＰＯもりねっと代表の山本牧さんです。北大ヒグマ研究会の OB で森の動物にとて

も詳しくて、何か痕跡などが出てくると、すぐにこういう特徴があるのだと教えてくれます。僕は、森

の専門なので、２人で講師をしながら歩きます。このエリアでどのように森をつくっていくか、どうい

うトレイルをつくったら良いのかとか、この橋にこんな名前をつけようとか、そういうことをワークシ

ョップのメンバーと考えて、実際にそれを図面に起こして、翌年に植えるということをしました。	 

	 植えるのは植樹祭として、バス５台、３００人ぐらいの親子で植える行事を 6 月初旬に実施するので

すが、大人数で子連れの親子も多くて大変ですけれども、そういうことを毎年毎年やっています。	 

	 人も育てるということで、例えば山本牧さんの所有の森に行って実際に伐る樹木を選んで伐採や搬出

などを体験するということもやっています。	 

このことをやることで次につながっていくということはあると思いますし、そこでいろいろな取り組

みを一緒に組み立てていくことは、さまざまな面で新たなものを生み出すきっかけになるのではないか

と思います。	 

	 

震災復興支援	 企業 CSR からネットワークの運営へ	 北の里浜花のかけはしネットワーク	 

	 そうこうしているうちに、２０１１年３月１１日

に東日本大震災が起こりました。僕らは、どうした

らいいのか、瓦れきを片づけに行けばいいのか、僕

たちに何ができるのかわからず、ただ茫然とテレビ

を眺め、募金くらいしかできずにいました。現地に

行くのもいいけれども、毎日仕事があるので行けな

い。そんな中で、僕らができることは、現地で激し

く自然が壊されている、それを元に戻していくとい

うことが必要になる時が来る。今すぐではないけれ

ども、僕らの技術を活かしてやるべきときが来るのではないか、という思いに至りました。が、いても

立ってもいられないと言いますか、どうして良いかわからない。でも行ってみるしかない、できれば会

社として支援も事業も関わるべきだと思い、何か会社にも説明をしなければいけません。もちろん、企

業人として、そこで、多分復興事業として大きなお金が動くから仕事があるはずだ、何とかそれを受注

していくことで業績を伸ばすことができると考えられる、と。そして、その仕事を通して、自分たちで
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できること、北海道の皆でできることをしていければ良いなと思いました。	 

	 とりあえず、仕事があるに違いないからヒアリングしに行きたいと話しまして、それから何度も押し

を運ぶことになりました。	 

	 という訳で最後、北の里浜花のかけはしネットワークの活動の話になりますけれども、震災から復旧

工事、植物のレスキュー活動を始めて、その取り組みをネットワークでできることを考えてスタートし

たということについてお話しします。	 

	 この写真は、震災から１年ちょっとたった頃です

が、この海辺は、こちらは海側ですけれども、陸の

方に瓦れきがまだ山になっていますね。こちらには

残った植物が少し見えますけれども、ハマヒルガオ

が咲いて、ハマエンドウも咲いています。多くの植

物がかなりが元気に復活してきていました。震災の

その年も結構咲いたようです。	 

	 このように、花蜂が戻ってきたり、ハマヒルガオ

が咲いていたりしていて、植生もかなり壊されたけ

れども残っているな、これを使ってもとに戻していくと良いのだなと思っていました。	 

	 ここに防潮堤がありますが、その脇のこの部分は

手をつけなかった状態です。次の年ですが、こうし

てたくさん花がふえてきました。海浜植物は、やは

り強いですね。内陸側にかなり入ったところですね。

ここから浜が５０メートルから１００メートルあっ

て、そこから内陸側の方へけっこう距離があるので、

もともと生えていた場所よりはかなり内陸側です。

こういう湿地がまだ残っていたりしたのですが、今

は海岸林盛土の下になってしまいました。この時点

で防潮堤は全て復旧ということになっていて、もともとあった位置で防潮堤を高くすることが決定して、

国交省が着々と準備を進めていました。	 

	 防潮堤の内陸側は、松林があった海岸の保安林な

ので、林野庁が松林を復旧することになりました。

この松林は、松がいっぱい倒れ、流されたものもか

なりあったのですが、調査の結果、原因として地下

水位が高かったために根っこが深く張っていなかっ

たことがわかったそうです。それで復旧にあたって

は轍を踏まずに立派な防災林をつくるために、とに

かく土を盛って根をしっかり張るようにしなければ

いけない、そういう復旧を行うという絵が描かれま

した。	 

	 僕の先輩らも関わっていて、絵を描いた時点では、もちろん実施するときはそこそこの状況に応じて
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適切な配慮もするべしであるし、また防潮堤との兼ね合いなど背後の土地利用を考慮して再検討するも

のだと考えていましたが、一度標準的な断面図などの図面を示すと、真面目な公務員の方々は一生懸命

そのとおりにやります。しかも、短期間に大量の仕事をしなければいけない中では、個別にどこをどう

しなければいけないかということを考えている余裕が確かにないです。実際にそれは理解できるのです

けれども、これは埋めない方がいいのではないか、残すべきではないかという議論はされたのですが、

それは殆ど取り入れられずに、概ね２メートルの高さで山砂で埋めていったので、これらはどんどんな

くなっていきました。	 

	 防潮堤は、線的に作られることもあり、また国交省はかなり自然環境に気を使って施工しました。例

えばここの海側のエリアはたくさんの植物が残っていて、貴重なハマボウフウなども残っていたので、

工事を陸側からだけやったりとか、事後モニタリングもしっかりやっていて、いろいろな気を使ってく

れています。	 

	 しかも、線的で幅は広くなく、破壊の程度は大したことはないのですけれども、海岸林の方は数百メ

ートルという相当の幅で埋めまくっていて、今もどんどん埋めています。確かに、短期間に松林を創生

するという目的でやるのにこういうことが必要ということは全否定しませんが、片や、どんどん埋まっ

てしまって、雑草もぼうぼう生えているということは問題です。雑草といいますか、外来種ですね。こ

れなどは、林野庁が最初に植えて冬の季節風で軒並み枯れているクロマツ苗ですけれども、大変残念な

あり得ない状態になっています。	 

	 そんな状況で地元の人たちと何とかできないかと

思っていた頃に、北海道からハマナスを植えに行く

ボランティアに同行して被災した受入れ団体の方々

などを訪ねました。いろいろな人に会っていろいろ

な話をしますが、生き残った方々で、あの環境を残

さなければダメなのだと、自然を守りながら復興し

なければいけない、そうしないとまたこういうこと

が起こるのだと言っている人がたくさんいました。

そういう人ばかり集まったわけではないのですけれ

ども、「もし次に津波が来ても、それが見えるし、今度は全員すぐに逃げるから私たちは大丈夫だから、

あんなものはつくらないほうがいい」という人にたくさん会いました。それが全ての意見ではないので

すけれども、そう言う人ばかりでした。いずれにしても「海辺の自然をとにかく守る方法はないか。そ

れでは一緒にやろう、北海道の人も手伝ってくださ

い」ということで、手を握られたのですけれども、

これは何とかしたいと思いました。	 

	 また畑でハマボウフウをつくって仮設住宅で暮ら

す人の仕事にしたいという人のところに呼ばれて、

タネ播き等を一緒にやったりということもしました。

また、もともとは閖上浜の近くに住んでいた方たち

の仮設住宅にも呼ばれました。そこは、当たり前で

すけど、ずっと内陸のほうにありました。浜は工事
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をどんどんやって、普通の人は全く近づける状態ではないのです。しかし、ここに住んでいる人たちは、

生まれたときから波の音を聞いて暮らしていて、いつも浜で遊んでいたというおじいちゃん、おばあち

ゃんです。ここの自治会長さんが土木屋さんだったらしく、大型ダンプ 4 台分の海砂を敷地内に運ばれ

て、やはり閖上でハマボウフウの会を十数年前に立ち上げた大橋さんという方に頼まれて、ハマボウフ

ウはじめ海辺の植物の苗を植えました。みんなに砂をさわらせてあげたいっていうんでね、鈴木さんも

手伝ってくださいと言われて、一緒に植えました。	 

	 そのようなことで、いろいろな人がいろいろな形でやりたいと言ってくれたり、手伝ってくれるとい

う話があり、とても嬉しかったです。一方僕は仕事で行っていたので、国交省に行ったり、環境省に行

ったり、林野庁に行ったり、仙台市役所に行ったりして、復興工事に際して海辺の植生を戻すことがで

きますけどやりませんかと提案してきました。でもまだまだ固いものをどんどん急いで作っている状態

なのでとても無理だといわれているうちに、２年、３年、４年とたっていきました。	 

	 会社はよく行かせてくれたと思いますが、復興工事の中で自然環境保全等に関わる大学の先生たちや

地域の団体の方々らと、具体的にできることを考え実行しながら、復興工事関連の官庁などにかなりい

ろいろな提案をしていきました。しかし、なかなかうまくいきませんでした。	 

	 そうこうしているうちに工事は着々と進行していきます。	 

	 まず、残された植物が埋められていくのを見ていられないということから、埋められる植物のレスキ

ューをしようということになりました。１月の寒い中、砂の表面は凍っているような状態なのですが、

春になったら埋められてしまうというので、まず掘り出して、春まで別の場所に仮に埋めさせてもらっ

て、春に植栽しました。これは、凍ってなくても大変なので、たいした数を救えないから、復元できる

面積も限られます。これは大切な活動だけれども成果のわりに大変過ぎるということで、もともとタネ

を採って苗をつくって戻す業務をしていたので、それでは、タネも採って育苗して植えていこうという

ことになりました。これだと少し時間がかかりますが、現地での労力的にはかなり楽です。	 

	 一方、工事はどんどん進行していきます。この工事を発注している役所に行って、こういうふうにし

たらどうですかという話をしても、それどころではない訳です。すごい予算を少人数で動かしています

からね。ただ、それでも国交省は慣れているというか、人員もいて技術も意識もあって、先ほどお話し

したようにかなりレベルの高い対応をしていましたが、他の役所ではそれどころではない。	 

	 とりあえず、実際につくって見せなければいけないということで、それでは市民の活動としてやろう

よということになりました。最初は、現地で、例えば仮設住宅で苗づくりしましょうかと言ったのです

が、まだそんなことができる状況でもないということと、北海道に帰ってきて周りの人と話してみると、

「もう復興したのではないか」とか、「何かできることがあればやりたいけれども何をしていいかわから

ない」、「もう瓦れきは片づいたのでしょう、今さら行っても悪いよね」という感じです。でも、「防災の

ことなどは学びたいな」という町内会の人などはいっぱいいます。	 

	 それでは、何ができるのか。現地でタネを採って苗づくりをして植えに行こうと。僕はそういうこと

ばかりやっていたので、つい苗づくりに頭が行くのですけれども、北海道でつくろうと。北海道でつく

ろうと思ったら、雪印種苗もそうですし、石狩浜の植物保護センターというものがあって石狩市の施設

なのですが、海浜植物の育苗もしています。そこで石狩浜の保護活動をしているグループに友人や先輩

がいました。それから花のかけはしネットワークの副代表してくれている北大の松島肇先生は石狩浜の

保全に関わっていて、彼らとも石狩浜で活動していたので、彼らとも一緒にできるよねと。昨年から石
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狩中学校で 2 年生の授業で苗づくりをやっています。これを進めたスタッフは、転職して沖縄に行って

しまいましたが、石狩市環境課が石狩中学校で継続的に指導していたので、スムーズに事が運びました。	 

	 あとは、今回、一緒に釜石で活動してきた黒松内ブナの森自然学校の NPO ねおすは、震災の翌々日に

は釜石に入っていました。向こうでボランティアコーディネートをやったりしていたので、一緒にやろ

うとすぐに仲間になってくれました。この時期にも何とかしたいという思いが彼らの中にはあったと思

います。そこで、みんなで行って、学び合いをしようと。	 

	 また、今ほぼ作り終わった仙台湾南部の防潮堤が７．２メートルです。７．２メートルの防潮堤がず

っと４０キロメートルありまして、さらに県北の気仙沼のほうに行くと１３メートル、１４メートルで

す。堤体の下の幅が１００メートル近くなるというものをつくり始めました。これを見に行ったら、も

う工事は始まってしまったのですが、かなり疑問というか怒りを感じます。	 

	 これは石狩の自然砂丘の断面です。ここが第１砂

丘で高さ４メートルで、後ろの第２砂丘で高さ１０

メートル～１４メートルもあります。すべて自然堤

防です。コンクリートなど何も入っていなくて、こ

こら辺が高波によって壊されても、植物がまた砂を

ためていくので、またもとに戻ります。これこそレ

ジリエンスというものですね。こういうものが実際

に石狩湾にあるということを伝えたいと思います。	 

	 ネットワークでどんな活動をしたかというと、現

地でタネをとって、北海道でタネまきをして苗を育

てていきます。そして、育てた苗を持っていって、

地元の人たちと一緒に植えて交流しようというもの

です。単純なことです。これをやるに当たって、北

海道で市民に呼び掛けて何をしたかというと、タネ

播き会に参加してもらう。それから、芽が出てきた

らそれをポット苗にするので、植え替えの会に参加

してもらう。それから、一緒に植えに行きます。こ

れはちょっとお金がかかります。それから、行った

人から話を聞いて、共感したら人に伝える、そういうことをする人に思いを託してお金を出す、サポー

トすることができますよということです。	 

	 また、そういうことをするというお話をしたら、

僕も最初から気になっていましたけれども、遺伝子

のかく乱が起きてまずくないかと随分言われました。

そこは、僕らはプロとして十分気をつけなければな

らないと考えています。花が咲いただけでほかの花

粉と交雑してしまうので、蜂が行ったり来たりして、

石狩の植物のタネに宮城の花粉が入ってしまうとい

うことにならないようにする。遺伝子かく乱は、ど
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の範囲なら問題ないかというのはいろいろと議論があるのですけれども、とにかくお互いに交じる可能

性はなくするため、花を除去するとか、花が咲かないうちに持っていってしまうとか、広がらないよう

にしっかり管理するようにしています。	 

	 そして、２０１４年からタネ播きを始めました。

タネ播きをみんなでしました。石狩中学校の２年

生ともタネを播いて育てました。これも、蜂が入

ってきたり出ていったりしないようにネット掛け

しています。	 

	 この年は、ウンランなどが結構咲いて、センタ

ーの人から花摘みは毎日大変だったよと言われて

いたので、海浜植物のある海の近くでの育苗は、

リスク回避のためにあまりやらないほうがいいな

と思いました。	 

	 これを北海道で何万鉢もつくって、向こうに運

送費をかけていくというつもりはないです。それ

は、エネルギー的にムダですし、遺伝子かく乱の

リスクも拡大するので、これは、向こうに行くひ

とつの方便といいますか、こういう想いをその花

に込めるということと、それを持っていくから一

緒に行こうということだったり、持ってきたよと

いうようなことだったり、そういうふうに海辺の

花を介して想いを伝えあい、学びあうということ

ですね。	 

	 できれば、レスキューという意味もあるので、

現地周辺の小学校などにレスキューしておくとか、

タネだけでも保管しておくと。もしそこで植生が

全部壊されてしまったら、その後に何もなくなっ

たらそこに戻すとか、そういうことができるよう

にということを日常的に担っていくという考えで

す。	 

	 こんなふうに芽が出て、植えかえをしています。このときは、宮城県の環境アドバイザーもしていて

一緒に活動している東北学院大学の平吹先生たちが北海道に来てくれて、一緒に作業をしています。	 

	 実際に、この年の９月に１カ所、仙台ですが、もう防潮堤が完成したところですが、その防潮堤の海

側に皆で植えました。	 

	 ここが先ほどお話しした海岸林造成地の２メートルの盛土で、盛土の法面なら植えてもいいよと林野

庁が言ってくれたので、ここに植えさせていただきました。翌年はここの盛土上に植えましたが、地元

の町内会の人たちと植えました。彼らにかつて先祖や自分たちが海岸に松を植えたことや被災したとき

のこと、海辺や復興への想いなどいろいろなことを聴いたり、お話をしました。	 
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	 そして１１月にモニタリングしました。ただ、海浜植物は横への広がりが激しく、また砂の移動もあ

り、あるいは防潮堤まで来る高波が何年かに一遍あって砂ごと流されたりされるので、長く続けられな

いかもしれませんけれども、成果は確認していきたいと思います。	 

	 そして最初からずっとやりたかったことですが、

先ほどの石狩中学校の生徒代表４人を連れて行っ

て、これは地球環境基金とＲＥＡＤＹ	 ＦＯＲとい

うクラウドファンディングでお金を集めて、旅費

を賄って、４人全員が女子でしたけれども、先生

と名取市に行きました。そして地元の名取ハマボ

ウフウの会の方々と一緒に名取第一中学校の子ど

もたちも呼んで交流会をしました。閖上の被災の

現場の状況を見て、浜に行って一緒に苗を植える

という活動をしました。	 

	 このときは、ハマボウフウの会の保護地で植栽しました。でもここはけっこう植生が復元しています。

こんなふうに復元しているところに植えるのはどうかと思っています。本当は、復元していないところ、

復元が難しいところ、例えば防潮堤のコンクリートに砂がたまってきているところなんかでやりたかっ

たのです。国交省も理解してくれて、直前には何とかできるという話で途中までいったのですけれども、

結局、ここは宮城県の管理地域なのですが、直轄で国交省が工事をして、工事が終わったら宮城県に返

すということになっているので、そういうところで余計なことをされると非常に問題があると上の部局

からか言われまして、急にオジャンになりました。そういう経緯でここでやっています。	 

	 植栽活動のあと、来年に向けて皆でタネ採りもしました。	 

	 先ほどから言いますように、盛り土して埋めてしまったところは植物がなくなったところなので、そ

こに植生を戻したいという気持ちがあります。松林だったところには海浜植生が生えていたので海浜植

物を復元したい。ただこの場所は防潮堤の陸側で、しかも防潮堤で海とは分断されてしまった海辺環境

とは言いにくい場所なので、そこに海浜植生を植えるべきなのかというのは非常に悩ましいところです。

その他にもこれを一緒にやった地元の方々同士の事情もいろいろとあったり、学校の事情があったりで、

なかなかすんなりといかないケースが多々発生しました。人のつながりでやるということで、そういう

ことはどうしても起こるし、非常に重要でおもしろいのですけれども、やはりそういうことが実は非常

にネックになってくるということも往々にしてあります。	 

	 そういう中で、何とか出来そうになったところでやっていっています。そのようにやっていった中で、

来年は誰々さんの会と、どこそこでこういうことができるねということが新たに生まれてくるというこ

とも実際にあります。今、いろいろなところとつながっている状況です。	 

	 ただ、工事が終わってから植生を戻すという流れになるので、そういう場面にいつどこがなるのか、

そのときに地元の人がどういうふうに動けるのかというのは、それぞれに事情があったり、延びたり早

くなったりするので、そこは、市民のつながりで進める難しいところでもあるのですけれども、いろい

ろなところと一緒にやっていくことで、どこかここかでそのときにできることをやっていく、うまくつ

ながりを見つけていくこということで進めています。	 

	 今回行った写真ですけれども、先ほど言いました黒松内で NPO ねおすさんです。３年越しぐらいの時
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間を経て実現したのですけれども、現地で採ったハマボウフウのタネから苗を育てて、一緒に植えに行

きました。	 

	 鵜住居という釜石の北のほうの町です。釜石の湾

の二つ北側の湾になりますが、大槌町があります。

大槌町というのは、ご存じかと思いますが、庁舎全

部が被災しました。町長以下全員が亡くなったので

すけれども、この庁舎は、震災遺構となっています。

被災の現場をあちこち見せていただいて、そのあと

被災海岸の植生調査や保全活動をしている岩手県立

大学の島田直明先生による学習会をしました。そし

て夜には宝来館で交流会を行いました。今回は特に、

震災直後に支援に入ってきた人たちが参加していたのでその時のお話とか、地元の方々から自分たちは

こういうふうに復興したいと思って、さまざまな活動を経てここまで戻したという話などいろいろと伺

いました。これは、本当に学び合いになると思います。翌日はタネを採った浜の観察と育てた苗の植栽

をしました。ここの浜は防潮堤の復旧工事中なので、今回は海砂のたまっている内陸側の敷地に仮に植

えて、今後育てたものを工事完了後に浜に移植するということをします。	 

	 1 年前くらいから行政の協力もだんだん得られるようになってきました。ここは石巻の防潮堤工事現

場です。もう埋まってしまったのですけれども全面海浜植物に覆われていました。国営祈念公園の予定

地に隣接しているのでこれはうまく活用していけるといいなと思っていたところなのですが、ある日通

ったら、なんと工事がもう始まっていて植生をブルドーザーで剥がしていました。活動を一緒にしてい

る平吹先生は、宮城県の環境アドバイザーという立場にあるので、お話をしたら、すぐに宮城県が対応

してくれました。だったらどうやったらいいのか教えてくださいということで、僕が行って植物の根系

ごと砂を取り置きして仮植畑をつくってもらうことにしました。タネ採りもさせてもらうことにして、

地元の NPO いしのまき環境ネットの人と、たまたま滞在していた EPO 北海道にいた A さんと一緒にタネ

採りをしました。地元 NPO の方は、その後、地元小学校でタネ播きをして、苗を育て始めました。そん

なに急いでも現場はまだできていないぞという感じですけれども、すぐに苗つくりをしていました。	 

	 先日見に行きましたら、ダンプが仮植畑のすぐ近くに土砂の搬入を始めてしまっていました。また平

吹先生に連絡したら、再び県がすぐに対応してくれて、これまたすぐにメールで写真を送ってくれまし

た。	 

	 ですから、なかなか敷居の高い役所でも、わかる人にちゃんと説明して、しかるべき人が話をすれば、

ある程度のことはやってもらえることがわかりましたし、幾ら言ってもなかなかうまく行かないという

組織の事情などもある中で、市民ができることを自らやってみせて、その中で評価してもらって、ある

いは行政と組んでやることで、また周りに評価していただいて、少しでもよくしていくということがで

きると思いますし、そういうことをやりながら、被災地とつないで、北海道との交流もできて、なおか

つ、浜の自然環境も守られていくといいなと思います。	 

	 これは今後も続けていきますので、ご協力をいただければと思います。	 
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新たなネットワークづくりに向けて	 

	 これからやりたいことですけれど、石狩低地帯の

自然再生です。	 

	 これは、舞鶴遊水地と言いまして、そこに自然再

生の可能性を検討する試験フィールドを北大と一緒

に確保しました。	 

	 ここは、もともと昭和３０年ぐらいまでマオイ沼

という沼があった場所です。そこが農地になって、

その後、遊水地の中に入ってしまうのです。工事の

際のボーリングのデータを見ると、このあたりは、この底面の高さぐらいで、樽前Ａ層、３００年ぐら

い前の層のちょっと上です。	 

	 ここの土も、工事で断面を出してもらって地質のプロの方と一緒に冬場を見て、１０００年ぐらい前

のところから最近の浅い層にかけてサンプルを採取して、バットに敷き均して温室で発芽させていわゆ

る埋土種子の発芽実験をしているのですけれども、こういうことをやったりしています。何百年前の湿

原の状態を新たに遊水地の中につくれないかという可能性を検討しています。	 

	 こちらは、北海道開発局さんの仕事で、夕張川にある湿原を戻すという事業です。またそこに生えて

いた植物で地域の特産物づくりができないかということも並行して地元 NPO も関わって進めています。	 

他にもこの地域のいろいろな場所でそれぞれの団体が自然環境保全や再生の活動をしています。例え

ば、NPO カラカネイトトンボを守る会が篠路福移湿原を守るため、頑張って訴訟まで起こしたりしなが

ら何とかトラストして活動してますし、石狩海岸ではいしかり海辺ファンクラブの方々が石狩浜の保全

活動をしています。このように石狩低地帯にほとんどなくなってしまった湿原を戻したり、石狩浜を守

るということなどをやるに当たって、役所であったり、北大が絡んで事業として研究としてやっていた

り、地元のＮＰＯがまた、いろいろな条例をつくってもらったりしながら活動をしたりしているのです

が、みんなは、個別に頑張ってやっています。あるいは、行政の縦割りといいますか、地域割りの中で

やったりしていて、そういうふう個別にやっているのですが、僕はそれぞれにいろいろ関わっているの

ですが、最初に釧路湿原自然再生協議会のことを熱くなって話しましたけれども、ちゃんとみんなをつ

なぎつつ、ネットワークして、人と組織のつながりで、協力しながら守ったり、再生したり、さらに地

域のまちづくりにつなげたり、居場所づくりをしたり、観光にもつながっていくということを進めてい

ける組織もつくっていきたいと構想しています。	 

まずは手始めに、湿生植物のレスキューを行いつつ、植生の活用をしていこうと思っています。今ど

きの言葉で言うと生態系サービスですね。例えば、湿原を使って、もともと湿原でつくっていた締め縄

をつくるとか、その技術を伝承していくとか、そういう人たちと一緒に多世代交流をするとか、それを

観光のワークショップにしてやるとか、そういうことも新たなネットワークでできるといいなと思って

います。これもまた、１人でできることではないので、たくさんの人たちと一緒に組んでやっていきた

いなと考えています。一緒にできることを楽しくやりたいと思っています。	 

	 ひとつ良くわかったことは、結局、１人では何もできないということです。特に、僕はちゃんとした

ことが全然できないのですが、何かを始めてしまうということは割と好きで得意です。しかし、続ける

ことはかなり不得意なので続けられる人と組むとか、また論理的にうまく話すことも上手ぢゃないので
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上手く説明したり論文にしたりできる人と組むことによって実現できると思っています。	 

	 気仙沼でも石巻でもまちづくりのことを実践している人たちと一緒に組む方法を話し合ったりしてい

ますが、、今、何かできるのではないかなと思ったら、やりたいと思ったことを自分だけで何とかしよう

と考えて、それはできないと思うのではなく、あいつと組んだらできそうだとか、一緒にやりましょう

というところにつなげて、あとは楽しくやるということが良いのではないかと思います。そしてそれが

僕のやりたいことですし、やってきたことです。	 

	 全体的にごちゃごちゃしましたが、以上でお話を終わらせていただきたいと思います。	 

	 ありがとうございました。（拍手）	 

	 

○司会	 	 

	 鈴木先生、ありがとうございました。	 

	 まだ時間が少しございます。せっかくですので、いろいろとお聞きになりたいことがあれば、ご質問、

また、ご意見などがあれば挙手をお願いいたします。よろしくお願いいたします。	 

○フロア	 	 

	 今日は、大変貴重なお話を大変ありがとうございました。鈴木さんから、時々は聞いていたのです

が、総まとめ的に聞けることで、大変ためになりました。	 

	 二つほど質問させていただきます。先ほどの植栽で、植える時に、限られた場所だとは思うのです

けれども、１品種だけをばばばっと持ち込むのではなくて、ある程度ランダムにとか、品種と数と密

植のぐあいなどは、もともと環境調査をして似たようにやっているのでしょうか。それとも、とりあ

えずふやしたものを持ってくるという感じなのでしょうか。	 

○鈴木	 	 

	 まず、そこに生えているもののほとんどの種類のタネを採って、苗をつくります。苗をつくったと

きに、たくさんできたり上手く発芽させられなかったりということがあるのですが、その中で偏りの

ない形で植えます。植える苗の配分ですが、現地の調査をもとにというほど厳密にはやっていません

が、これはたくさんあるけれども、これはちょっとだねということをもとにおおざっぱに配分しなが

ら、現地に持ち込みます。植え方は、これまでの石狩などでのデータがありますので、大体それに基

づいてやります。	 

	 先ほどの防潮堤のところでの植栽は、かなりしっかり計画の図を描いて、それに基づいて植え、そ

れをもとにモニタリングしていっています。	 

	 それから、先ほどレスキューのため仮植ですと言った釜石では、とりあえずそこに植えて後で現地

に移植するということをしているので、そこはあまり考えないでだいたい２０センチピッチで列植し

ています。	 

○フロア	 	 

	 もう一つです。改めて、防潮堤の砂だまりとか、すき間に入れるということも一つの案であったと

いうことを聞いたり、これまでの話の中で、盛り土とかスーパー堤防とか、垂直面で大津波をとめよ

うと思っても、どんと来たら壊れるということがありまして、すごく違和感があります。今日の砂丘

の石狩浜の事例を聞いたりしますと、むしろ「てんでんこ」も含めて、海抜的な問題であって、垂直

的な堤防をがんとつくればいいものではないなと改めて思いました。	 
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	 今さら、盛り土とかスーパー堤防を壊すわけにはいきませんけれども、１００年単位かもしれませ

んが、それが自然に覆われてしまって、その上にまた植栽が入るような状況が、そのような未来があ

れば、それはそれで波打ち際とか、海から山への連続した生物多様性とか、そういうことも夢として

見られるのでしょうか。	 

○鈴木	 	 

	 連続性は一番大事なことだと思っていますし、そのコンクリートのメンテナンスもたいへんで５０

年ぐらい寿命ともいわれてますので、防潮堤自体を埋めてしまいたいということがあります。それは、

国交省に確認したら、自分たちも埋めたいと言っていましたので、それは問題ないと思います。仙台

空港のそばで緑の防潮堤と言って防潮堤に土を厚く盛って常緑広葉樹主体で植えていますが、僕はあ

れでいいとは思わないのですけれども、砂を盛ることは構わないと話です。砂を盛るといっても、今

の状態で砂を盛るのは無理だから、その足がかりとなるようなものとして土のうに砂と海浜植物の苗

も入れて設置する試験をさせて欲しいとお願いしました。そのときも、オーケーが出たけれどもその

後ダメになってしまったのですけれども、今、直轄であればやっても良いという話をしてくれている

ので、何とか実現すべくできる場所を探しているところです。	 

	 どこでできるか探している理由は、直轄の部分は砂浜があまりなくて防潮堤の法尻が消波ブロック

あってすぐ海というところもあるくらいです。危ないところなので直轄になっているのです。なので、

砂浜の発達した海岸で、防潮堤が宮城県管理になってから宮城県にお願いしてさせてもらうという方

法もあるのですが、時間がかかるのと、宮城県がすごく頑ななので難しいとも思いますが、いずれに

しても足がかりになる植生を砂ごと設置して、砂がたまっていって、だんだん埋まってしまうという

ことを目指しています。	 

	 それは近々、理解ある仙台国道河川事務所の担当者たちがいる今年度中には、何とか１か所はやっ

ておきたいと画策しています。	 

○司会	 ありがとうございました。	 

	 ほかにございますか。	 

	 ないようですので、私から一つ。民間企業さんがいろいろとサポートしていただけると思っている

のですけれども、民間企業さんは、向こうから来るものなのか、それともこちらのほうから動くのか、

民間企業さんとしての何をどうしていいかわからないという情報の問題だと思うのです。その辺で取

り組まれていることはございますか。	 

	 新たな公共というイメージですが、協働ということで、民間企業さんにサポートを入れるための何

かこう作戦みたいなものはありますか。	 

○鈴木	 	 

	 そこはまだできていないのですが、地元では、かなり実績のある NPO にどんどん支援が入っている

状況があります。ですから、僕らの打ち出し方で、そういうことができるかと思っています。	 

	 打ち出し方で一番いいのは、例えば名取にサッポロビール工場がありまして、北海道にもあると。

ニッカも宮城にありますから、そういうところにお願いに行こうよと言っています。とはいえ言って

るだけでまだ行っていない状態なので、ここにいらっしゃる方で、あそこがいいのではないかとか、

俺が話してやるという方がいらっしゃいましたら、大金が必要なわけではないので、ぜひお願いした

いと思います。	 
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○司会	 	 

	 環境カウンセラーということで事業者とのつながりがありますので、今、内部だけの話ではなくて、

こういう社会貢献も含めて、何かアドバイスができるような場面があれば、ぜひお伺いしたいと思い

ます。	 

○鈴木	 はい。	 

○司会	 何かほかにございませんか。	 

	 それでは、そろそろ時間がいいところですので、どうもありがとうございました。	 

	 改めて拍手をお願いします。（拍手）	 
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■13:00〜16:30【グループディスカッション】	 

基調講演を受けて「環境カウンセラー」として、どう伝え、どう広げる？」	 

ファシリテーター	 NPO ファシリテーション	 きたのわ	 溝渕清彦様	 

	 

	 	 グループディスカッションは、1 テーブル 4〜5 人の、ワールドカフェス

タイルで実施され、3 回のテーブル移動を通して、意見・情報交換が行わ

れ、各自の学びを深めました。タイムテーブルと内容は、下記の通りです。	 

	 

	 	 13:00～13:20	 オリエンテーション	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 （傾聴のアクティビティ／	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 自己紹介の記入）	 

13:20～	 ワールドカフェ（5 テーブル）	 

13:25～14:05	 ラウンド 1（40 分）	 

「今日の講演を聞いてあな

たが思ったことや気づいた

ことは、どんなことですか？」	 

14:10～14:50	 ラウンド 2（40 分）	 

「講演や第１ラウンドを経	 

てあなたが気づいたことや

考えたことは、どんなことで

すか？」	 

14:50～15:00	 休憩	 

15:05～15:40	 ラウンド 3（35 分）	 

「今日、考えたことや学んだ

ことを今後の環境カウンセ

ラーの活動にどのように生

かしていきますか？」	 

15:40～	 ハーベスト（50 分）	 

15:40～16:10	 	 ・個人記載、選択、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 グループ共有	 

16:10～16:15	 	 ・ギャラリーウォーク	 

16:15～16:30	 	 ・会場全体で共有	 

16:30	 	 終了	 
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会場全体で共有	 

	 それぞれのグループで話し合われた内容の発表が行われた。以下に要旨を記載する。	 

○グループ１	 

	 午前中の鈴木氏の話を受けて、一人で活動しているカウンセラーが多

いので、カウンセラーの役割について自問自答していると思われる。そ

の中でも他のカウンセラーはそれぞれ専門家として認識でき、この人た

ちとで連携をすることが大きな力になると考える。	 

そのためには何が必要かと考えると、	 

・拠点が必要であり、事務局がいて、専門家のリストを持っている必要

がある。	 

・ボランティアでの活動が多いが、旅費程度は実費でもらわないとじり

貧となる。	 

・環境教育でも子供を対象にしているだけではなく、大人も対象として考える必要があり、それにより、

大人が子供に教育が可能となる。	 

そして、もう一度原点に立ち戻って個人のやる気を取り戻したら良いのではないか。	 

	 

○グループ 2	 

	 環境カウンセラーは技術者でもあるので、他者との交流や自己研さん

など自覚を持った行動が大切である。そして、環境省からの発注業務で

環境カウンセラーを活用(指名要件や照査技術者の条件など)し、大手コ

ンサルタント企業へ偏らないような仕組みがあっても良いのではないか。

一方、環境カウンセラー登録者減少の原因を解析し(受験者が減少してい

るのか、登録者が登録を止めているのかなど)、環境カウンセラーと環境

省が相互に認識する必要があるのではないか。そして、その対策を打ち

出してもらいたい、また、環境カウンセラーから対策案を出ことも必要

だと考える。	 

	 

○グループ 3	 

	 市民部門と事業者部門の役割として、市民部門は子供た

ちの将来を考えることができるが、事業者部門は１～2 年

の短期間のことが対象になることが多い。主に事業者部門

では民間コンサルタント企業との違い(コストパフォーマ

ンスの良いところ)を前面に出すことが必要ではないか。た

だし、きちんと対価を求めることが重要であり、そのため

に適切な単価の設定を行う必要がある。そして、このよう

な活動のためには拠点が必要である。また、市民部門では

依頼事項に対してはすぐに対応できているようであるが、

事業部門では専門性がありすぐに対応できないこともあるので、環境カウンセラーの連携が重要である。	 
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	 現在の会員減から環境カウンセラーは絶滅危惧種となるではないか。環境カウンセラーとしての専門

家が不足することを防ぐために、さらに若い人を増やすために試験制度の変更や需要のある専門家の採

用により、弁護士などの職種と同様に社会的地位を高めていく必要がある。	 

	 

○グループ 4	 

	 午前中の鈴木氏の講演より、多くの人との連携やネットワークの重要性

を再認識した。また、11 月に行われた環境カウンセラー制度に対する協議

内容を吉迫会長より聞くことができたのは良かった。	 

	 (吉迫会長より)現在、環境カウンセラー連合会から環境省への要望とし

て取りまとめ中であるが、以下のことを含めて 10 項目を北海道からの要望

として全国連絡会に伝えている。	 

・環境カウンセラー試験の面接試験が現在全国 2 か所でしか実施されてい

ないところを北海道でも実施できるようにすること。それにより、北海道

の各自治体に一人程度登録者がいるようにしたい。	 

・面接試験日を土日にしてもらうこと。	 

・ボランティアではなく、活動対価としての時間単価を設定すること。	 

	 

○グループ 5	 

	 環境カウンセラー各自の強みを活かした連携の重要性が認識されている。

また、環境教育については、子供たちだけではなく大人への教育を含めて、

あらゆる年代への提供が必要である。そのための方策は難しく、今後も考

えていく必要がある。さらに、環境教育だけではなく農業教育なども進め

ていく必要があるのではないか。	 

	 また、各種の事業・取組みは自治体や団体が音頭を取って実施されるが、

それらのフォローアップや評価があまり行われていないと思われる、これ

らには時間がかかるが必要だと考える。フォローアップとは、単年度で終

わる事業ではなく、予算的に継続して活動を実施していくことや事業結果

を継続的に長い目で評価していくことである。予算措置などにも課題があるかもしれない。	 

	 

○その他	 

・鈴木氏の講演から、連携の重要性を再認識した。	 

・環境カウンセラーの専門性(市民部門、事業者部門とも)を強みとして活かしていくこと、そして各自

がパフォーマンスを高めていくこと、そのために対価を求めていくこと。	 

・会員減の原因解明は必要であるが、現在、その対応策(全国連合会として環境省に要望する)を検討中

である。	 
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	 グループ発表を、ファシリテーターの溝渕清彦さんに、ホワイトボードにまとめていただいた。	 

	 

■16:30-16:45	 閉会式、アンケートの記載、修了証交付	 

	 

	 修了証交付	 

	 	 司会	 

	 環境省北海道地方環境事務所	 環境対策課	 企画係長	 矢吹	 育夫氏	 

	 

	 修了証交付	 	 

	 環境省北海道地方環境事務所	 環境対策課	 課長	 永井	 均氏	 

	 本日の研修が大変活発に進行し良い成果があった。また明日からのカウンセラー活動に本日取得

されたものを活かしてくだされば幸いですと、挨拶の後修了証の交付がされた。	 

	 本年度の全課程修了者は 19 名であった。	 
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（４）事後処理	 

①	 	 アンケートの回収・とりまとめ・集計結果の報告	 

研修時に実施するアンケートの回収、とりまとめを行い、集計結果を事務所に報告する。	 

②	 	 講師への旅費、諸謝金の支払い	 

研修実施に伴い発生する講師の旅費、諸謝金等の支払い事務を行う。	 

③	 	 実績報告書の作成	 

研修終了後、研修プログラムの内容及び、受講者アンケートの結果を含め、担当者とその記載

内容を調整した上、実績報告書を作成した。また、実績報告書の内容については、北海道地区

で登録されているカウンセラーに対して周知する予定である。	 

	 

（５）本業務の総括	 

	 

	 以上、業務仕様書に基づき、平成27年度環境カウンセラー研修企画検討等業務を実施したところであ

るが、当協会において本研修実施に係る総括を次の通り取りまとめた。本研修の次年度以降の実施に当

たり、参考になれば幸いである。	 

	 

１）基調講演は、北の里浜	 花のかけはしネットワーク代表で手稲さと川探検隊局長の鈴木玲氏に依頼

した。これは、昨年の検討委員会で出された「研究者よりも、知識を持ち、なおかつ実践もしている方

の話の方が、得るところが多い。」との意見を参考に、当協会で検討の場を持ち、「持続可能な社会」、「CSR」、

「企業でできること」、「民間だからできること」、「環境教育」、「生物多様性」、「ネットワーク形成」、「地

域活性化」のキーワードをもとに選定したものである。	 

	 基調講演については、88％が「得るものがあった」と回答があり、82％が「十分参考になった」	 

と回答しており、さらに、一般参加者の85％が「発見や得ることがあった。」と回答していることから、

大変好評であったと言える。	 

（２）グループディスカッションについては、カウンセラー活動の情報交換の場であり本年も活発な意

見交換がされた。ワールドカフェのスタイルについては、「毎年やっているので、飽きるかと思っていた

が、全く飽きることがない。これは、札幌の研修の特徴として継続して行くと良い。」「毎年、他府県か

らの参加者があるが、その方達からの評価も大変高い。」等の感想があり、来年も同様のプログラムを望

む声が多かった。ただし、各テーブルで、それぞれの活動交流も行えるようにという目的が、参加者に

は十分に伝わっていないという点は反省点であり、次回以降は配慮した運営とすることが望ましいとい

うことだった。	 

	 また、参加者によっては、一人で長時間話すケースがあるので、砂時計を利用するなど、円滑な進行

を促すような工夫も提案された。	 

	 

４）来年度のテーマ、プログラムについて	 

・環境カウンセラーは、一番身近な地方自治体や市町村との関係が薄いことから、今後は地方自治体と

連系を図ることを研修にも生かす必要がある。	 
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・地球温暖化対策特にCO2	 排出削減は大きな課題であり、環境カウンセラーとしてより積極的に関わっ

ていく必要がある。	 

・環境カウンセラーは環境省の審査・登録制度であるが、地域における認知度が低く活動の場が少ない

と感じている者が多く、研修を通じて工夫することが望まれる。	 

・本年も一般の参加者が14	 名と比較的多かった、今後も一般参加者が期待するテーマについても検討す

る必要がある。_	 
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平成27年度環境カウンセラー研修	 

添付資料	 
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資料１-配付資料	 

	 

平成 27 年度環境カウンセラー研修スケジュール（北海道地区） 

 
    開催日時  ：12 月 13 日（日）１０：００～１６：４５ 

場  所  ：札幌市環境プラザ 環境研修室 （札幌市北区北８西３	 札幌エルプラザ２Ｆ） 
定  員  ：最大５０名 

10：00～10：10	 

（10 分）	 

開会・オリエンテーション	 

主催者挨拶	 環境省北海道地方環境事務所	 

	 	 	 環境対策課	 課長	 永井	 均	 

10：10～10：30	 

（20 分）	 

環境カウンセラー制度及び情報提供等について	 

環境省	 北海道地方環境事務所	 	 

	 	 企画係長	 矢吹	 育夫	 

 

 

午 

 

前 

 

の 

 

部 

10：30～12：00	 

（90 分）	 

	 

基調講演（一般公開）	 

自然・人がきずなで繋がる里浜復興	 

北の里浜	 花のかけはしネットワーク代表、手稲さと川探検隊局長	 

代表	 鈴木	 玲	 様	 

 
12：00～13：00	 

（60 分）	 

昼食・休憩	 

グループディスカッション	 

	 基調講演を受けて「環境カウンセラーとして、どう伝え、どう広げる？」

（仮）	 

ファシリテーター	 NPO ファシリテーションきたのわ	 溝渕清彦	 

	 基調講演を基にワールドカフェ形式で小グループに分かれ、グループを変えなが

ら数回、対話、お話をしていただきます。	 

	 対話の中で、環境カウンセラー同士の経験交流・情報共有も進めます。	 

	 	 

休憩（５分間）	 

グループディスカッションの感想（質疑を含めて３０分）	 

出席者各自による発表	 

13：00～16：40	 

（220 分）	 

	 

まとめ（10 分）	 

	 

 

午 

 

 

後 

 

 

の 

 

 

部 

16：40～16：45	 閉会式＜修了証交付＞、アンケートの記入等	 

解散	 

 
※環境カウンセラーの方は、午前・午後の部の一つでも受講されない場合は、終了要件は、満たしま 
せんので御注意下さい。 
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環境カウンセラーの利用について

環境カウンセラーの制度説明

環境カウンセラーとは、自らの知識や経験を活用して助言等を行う者のうち、

一定の要件を満たす者を環境カウンセラーとして「事業者部門」及び「市民部

門」に分けて登録し、広く公表することにより、市民や事業者等の環境保全活

動の推進に資することを目的とするものである。

なお、この制度は、人材登録制度であり、国家資格ではありません。また、環

境カウンセラー登録をした者に活動の場を保証するものではありません。

部門別の内容

事業者部門：企業や事業者が取り組む環境保全に関する事業や環境保全活動等に

対して、企業等が抱える問題や課題等について最も望ましい解決に

向けて適切な助言等を行います。

＜主な活動例＞ エコアクション 21 や環境マネジメントシステムの監
査、社内の監査員教育など。

市民部門 ：地域や市民団体、学校等が行う環境保全活動や環境学習等に対し、

問題や課題の解決に向けて適切な助言等を行うほか、地域の環境パ

ートナーシップ形成等、地域における環境保全を牽引します。

＜主な活動例＞ セミナー講師、環境イベント等の企画等、地域の環

境保全活動への助言や参加など。

環境カウンセラーを活用されたい方は、環境省本省ホームページで活用したい

内容を入力し検索させることで、目的に合った環境カウンセラーを探すことがこ

とが可能です。

資料２-情報提供資料１	 
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具体的な活用について

環境省のホームページを検索し表示させる。

トップページから、総合環境政策を左クリックする。

￥ 総合環境政策のページの環境教育・パートナーシップの項目を左クリッ

クする。

￥ 環境カウンセラーの項目にマウスを持ってくるとプルダウンメニュー

が表示される。

￥ プルダウンメニューからカウンセラー検索を左クリックする。

￥ カウンセラー検索のページが表示される。

目的別の検索方法

● 地域から探す（住んでいる地域や活動を行う場所でカウンセラーを探す場合）

「地域からお探しの方」に地域名を入力し検索を左クリックします。

（入力例：北海道札幌市）

● 活動内容から探す（検索条件を設定して利用する方の活動にあったカウンセラー

を探す場合）

「活動内容からお探しの方」に検索条件として部門別、活動場所の設定、活動対

象の設定、活動ジャンルの設定（複数選択可）を行い検索を左クリックします。

● 専門分野から探す（12の専門分野から活動にあったカウンセラーを探す場合）
「専門分野からお探しの方」に 12 分野の専門から選択した後、「全てにあては
まる」、「いずれかにあてはまる」にチェックを入れて検索する。

なお、専門分野については、以前 22 分野に分かれていたものを 12 分野に統合
整理したため、以前の分類でも検索できるよう環境カウンセラー検索ページの

最後に分類を掲載しているためそちらでも検索が出来ます。

● キーワードから探す（キーワードを入れて検索する。）

「キーワードからお探しの方」にキーワードを入力し、キーワードの入力後、「全

てにあてはまる」、「いずれかにあてはまる」にチェックを入れて検索する。

複数のキーワードを検索する場合は、間にスペースを入れます。

（入力例：公害防止管理員 自然観察）
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● 名前から探す（環境カウンセラーの名前もしくは、名字等がわかっている場合）

「お名前からお探しの方」に名前や名字の一部を入力し検索します。

なお、特殊文字は使用できないことがあります。入力はフリガナが便利です。

● 環境カウンセラーを活用するには！

「カウンセラー活用に関する問い合わせ等」を左クリックすると、カウンセラー

活用に関する問い合わせ等の入力ページが表示されますので、必要事項を記入し

て、「送信内容確認」を左クリックし内容確認後、送信を左クリックします。

※ このフォームに入力した内容はパソコン上に残りませんので、どんな内容の問い合わ

せをいつ行ったのか忘れないため、記載内容を別途コピーで残しておくことをおすすめしま

す。



 
平成 27 年度環境省北海道地方環境事務所請負業務	 

 45 ��

T(ÃÂÕÈÒ×W~�4¯!
�U±«��

�Pz$AT(��;!
�������T(-bt�

T(ÃÂÕÈÒ×W~�4¯³�

�T(ÃÂÕÈÒ×W~�4+Bo_(0:8
19E5CT(2 ]`54�)�±&¬¡�j¼
²\uºe�ÁOU§�qaÁk�g²�
ª��*²m�ÁR©¨gÁT(ÃÂÕÈ
Ò×¯§��Kg|���´�/L|��±
�£W~§�3¢l¨¾¤¯±»½�/L
º�Kga²T(��O�²>y±v¨¾
¤¯ÁYX¯¨¾¹²®�¾��

��*²m���
�����Û��²�±s6¨¾g�

����T(!�ºT(��±�¨¾&HX°\uÁF§�¾g�

����T(��O�±�¨¾Z6²\n¯e�ÁF§�¾g��

�����r²\u¯e�ÁOU§�T(ÃÂÕÈÓÕÅÁk�8¾vw�

�����´i�ÁF¨¾g�

�O��,��
��Kg|�Ú�

��Kº�Kga �½d·T(��±�À¾�KºT(��O��a
±-§��Ka <�¾!�ºt�a±«�D¹G¶§�pM±�£
{�°�qaÁk���

�/L|�Ú�

�$%º/L"	�)Ia k�T(��O�ºT()fa±-§�!
�ºt�²pM±�£{�°�qaÁk�µ��$%²T(Í×ÊÌ×
ÆÉÎ7:a�$%±�£¾T(��ÁS5¨¾��

W�~�g�?�²�>�^��#��

��ÚT([v@�¼
:�

W�~�g�?�²�>�^���#��

��ÚT([v@�¼
:�

Ð×ÑÏ×Ç²�UAN�

���T(ÃÂÕÈÒ×²JcAN�
����Jc�±«��

����Ö�$%�¼�=§²A��

����Ö�O��,�¼�=§²A��

����Ö�.��}�¼�=§²A��

����Ö�Ä×Ô×Ë�¼�=§²A��

����Ö�����¼�=§²A��

����.��}³���}±��¿�¶¨ �ØÙ�}±¶¯¸¾��²�

��������Á�|±rx§Jc®¡¾»�±§�½¶¨��

資料３-情報提供資料２	 



 
平成 27 年度環境省北海道地方環境事務所請負業務	 

 46 

��

JcV��

�Jc';�

���²!
�����.��}�

9Qh�½ ¯�¥¦�¶§©��



 
平成 27 年度環境省北海道地方環境事務所請負業務	 

 47 

資料４-基調講演資料１	 
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ࡿ࠸࡚ࡏဏࢆⰼࡃຊᙉࡶࡋ㸪㟼࠺

ᵝᏊ㸪ᾏ㎶࡛⏕ࡿࡁ⏕ࡢᙉࢆࡉឤࡌຬẼ

ᆅࡍᣦ┠ࢆ⯆1ᖺᚋ㸪⌧ᆅ࡛ࠋࡓࢀࡽࡅ࡙

ᇦࡢ᪉ࡸࠎ⏕ែ⣔ࡢಖ࣭ඖዑ㉮࡚ࢀࡉ

ࡋᝒ࠸῝ࡿ࠼ᢪࡀࡽ㸪ᙼࡋ࠸࠾ࠎ᪉ࡿ࠸

ࡢⓙ㸪ᾏ㎶ࠋࡓࡌឤࢆࡉᙉࡿࡶࢀࡑࡳ

㸪࠸ᛮษࢆࡽࢀࡑ㸪ࡋࡽᬽࡶ↛⮬

ඖࡀ↛⮬ࡢᡠࢆࡇࡿ㢪࠸㸪άືࠋࡓ࠸࡚ࡋ

ᾏ㎶࡛ᬽࡍࡽேࡢࠎ୰ࢆ࢜࢞ࣝࣄ࣐ࣁぢࡓ

ᛮࠋࡓࡋ࡛࠸

㸰㸬ࡧ༴ᶵℜࡿ࠸࡚ࡋᾏ᳜⏕

ࡽࢀࡑࠉ 3ᖺ㸪࡞࡞ᛮ࠺ࡼ࠺㐍࡞ࡲ

ࡽྎᾏᓊࡣ㸪ᪧᴗࡋᑐ⯆ᴗ࠸

㜵₻ሐᾏᓊᯘࡢᪧᕤࡀᛴ࡛ࢳࢵࣆ㐍ࢇ

ࡿࢀࡽࡵ㐍ࡲࡲ࠸࡞ࡶࢫࢭ࡞༑ศࠋࡿ࠸࡛

ࡋᅇࡘ࡙ࡋ㸪ᑡࡾࡼつᶍ㐀ᡂࡢࡽࢀࡇ

ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࢃኻࡧࡀែ⣔⏕ࡢᾏ㎶ࡓࡁ࡚

࡞㐺ᗘࡣᾏ᳜≀⩌ⴠ࡞࠺ࡼࡢ࢜࢞ࣝࣄ࣐ࣁ

᧠࣭⎔ቃᅽࡾࡼᡂ❧ࡿࡍ⩌ⴠ࡛ࡀࡿ࠶㸪

ዣࡾࡼᾏᓊᯘ┒ᅵ㜵₻ሐࡣ㐺ᆅ⫱⏕ࡢࡑ

ࡣᚋ㸦㝣ഃ㸧࡛⫼ࡢ㜵₻ሐࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࢃ

⎔ቃࡀᏳᐃ࠸ࡲࡋ࡚ࡋ㸪ࡓࡲ┒ᅵࢆᒣᅵࡼ

ࡿ࠶࡛┙ᇶ⫱⏕ࡢ≀ᾏ᳜ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡾ

◁ୣᮍ⇍ᅵࡶኻ࣐ࣝࣉࢵࢳࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࢃ

ࡿࢀࢃそ✀ᖐ࠼࠸ࡣࡿ࠸࡚ࡋࢆࢢࣥࢳ

๓ࡢ㜵₻ሐࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡔၥ㢟ࡢ㛫ࡣࡢ

㠃㸦ᾏഃ㸧࡛ࡣ㸦≉◁࠸⊂ࡢ⟠ᡤ࠸࠾

╔ᐃࡶࢀࡇ㸪࡚ࡂࡍࡅཷࢆᙳ㡪ࡢ㸧ᾏỈࡣ࡚

ࠋࡿ࠶ቃ࡛⎔ࡿࡂࡍࡋཝࡣ

ࡢᘏ㛗⥲ࡣᾏᓊ◁ࡢែ≦↛⮬ࡣ᪥ᮏࠉ

10㸣⛬ᗘ࡛ࡀࡢࡿ࠶⌧≧࡛㸪ᾏ᳜≀⩌ⴠࡢ

Ⓨ㐩ࡓࡋ◁ᾏᓊࠋࡿ࠶࡛ࡎࢃࡃࡈࡣᾏ

᳜≀⩌ⴠࡸ㧗ᒣᛶ᳜≀⩌ⴠࡿ࡞ࡽ⮬↛ⲡཎ

ࡽࡇ࠸࡞ࡓ‶ᴯ㸣ࡢᅜᅵࡀ✚ṧᏑ㠃ࡢ

ࠎᵝࡣᾏ᳜≀⩌ⴠࠋࡿศࡀᕼᑡᛶࡢࡑࡶ

ࠋࡿࢀࡃ࡚ࡋᥦ౪ࢆ㸧ࢫࣅ࣮ࢧᜠᜨ㸦⏕ែ⣔࡞

ࡤ࠼㸪⛣ືࡵ␃ࢆ◁ࡿࡍ㸪◁ୣࡢᙧᡂಁࢆ

㐍ࡋ㸪⮬↛ሐ㜵ࢆᙧᡂࠋࡿࢀࡃ࡚ࡋ㜵₻ሐࡢ

ࡽ⥺㸪ốࡣᾏ㐨▼⊁ᾏᓊ࡛࠸࡞ 250mࡢ

⠊ᅖᴯࡢࡘࡀࡿ࠶ࡀิୣ◁࡞ࡁ㸪ᾏഃࡢ

➨ࡢ㝣ഃࡘࡦᴱ㹼ᴳ㹫㸪ࡣࡉ㧗ࡢୣ◁୍➨

◁ୣࡢ㧗ࡣࡉᴵ㹼12㹫ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ

ᾏᓊᆅࡽ㸪᫇ࡣ࢘ࣇ࣐࢘࣎ࣁࡢ⛉ࣜࢭࡓࡲ

ᇦࡢ㣗ᮦ࡛ࡾ࠶ࡶ㸪ᩘᑡ࠸࡞ᾏᛶࢆ≀ືࡢ

ῐỈࡣୣ◁ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆែ⣔⏕ࡴ⫱

ᡞࡣ◁ࡽࡃ㸪ྂࡽࡇࡿࡍᾰ㣴ࢆ

ࣥࣛ࢜ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ⏝࡚ࡋỈྡࢀࡽ᥀ࡀ

ࡑࡿ࠸࡚ࡋ⏝Ỉ㐨Ỉ࡚ࡋỈୣ◁ࡣ࡛ࢲ

ࡢෆ㝣ࡣⴠ⩌≀᳜࠺そࢆ◁ࠋᴮ㸧ࡿ࠶࡛࠺

㣕◁ࢆ㜵Ṇࡋ㸪ᾏᓊᯘࡢᙧᡂࢆຓࡅ㸪᭦ෆ

㝣ࡢ㎰ᆅࡸఫᏯᆅࡸ₻ࡢ㢼ࡢ⦆ᙺ❧ࡗ

࡞㸪㧗Ἴࡣࡇ࡞㔜せ᭦࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚

࡛◚ቯࡶ࡚ࢀࡉᅇࠋࡿ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࡿࡍ

ࡢࡇࠋࡿ࠼ゝࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ࡞ᜏஂⓗࡉࡲ

ࢃኻࠎ㸪ḟࡀ⏕ᾏ᳜࡞㔜せࡘ㈗㔜࡞࠺ࡼ

࠶ࡶഃ㠃࡛ࡢࡘࡦࡢᪧᴗࡀࡢࡿ࠸࡚ࢀ

ࠋࡿ

㸱㸬ᾏ㐨ࡇࡿࡁ࡛ࡽ

ᆅ⌧ࡿ࠼ၐࢆ␗㸪࡚ࡋᑐἣ≦࡞࠺ࡼࡢࡇࠉ

ࡢ࡚࠸ࡘ⏬㜵₻ሐィࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡣࠎ᪉ࡢ

㆟ㄽࡀάⓎࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ᆅᇦࡾ࠶ࡶ㸪ᾏ㎶

ࠋࡿࢀ⪺ࡶኌࡿࡵồࢆ⯆ࡓࡋάࡶ↛⮬ࡢ

ࡲಖㆤࡢ≀ᾏ᳜ࡣ㸪⌧ᆅ࡛ࡽࡀ࡞ࡋࡋ

࡛ປຊࢆ༑ศࠋࡿ࠶࡛≦⌧ࡀࡢ࠸࡞ࡅ

㛫ࡶேࡶሙᡤࡶ㊊࡞ࢇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡾ୰㸪

ᾏ㐨ఫࡕࡓ⚾ࡴఱࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ

ఱࠕ࠺ࡼࡌ㸪ྠࡍぢΏࢆࡾ࿘࡚࠼⪄࠺ࡑ

ࡇ࠸ࡋ㞴ࡀ㸪⥅⥆ⓗᨭࡢࡢࡶࠖ࠸ࡓࡋ

ࡇࡿ࠸ከᩘࡀࠎேࡿ࠸࡛ࢇ㋃ࢆ㊊ࡢࡽ

ࡶᅜⓗࡣ㸪ᾏ㐨ࡽࡉࠋࡓ࠸Ẽ࡙

ࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀಖㆤቑṪࡢ≀㸪ᾏ᳜࠸ࡋ⌊

ࡸ㸦▼⊁ᕷ㸧࣮ࢱࣥࢭᾏ᳜≀ಖㆤ⊀▼ࡓ

㞷༳✀ⱑᰴᘧ♫㸦ᮐࡘࡶࢆ⾡ቑṪᢏࡢ✀⏕⮬

ᖠᕷ㸧ࡾ࠶ࡀ㸪ᮾ㊊ࡿ࠸࡚ࡋᵝ࡞ࠎ㈨

ࠋࡓࡗ࠶ࡀ※

㸲㸬࡚ࡋࠖࡋࡣࡅࠕ┠ᣦࡇࡍ

ࠎேࡢᮾ࡚ࡋ㏻ࢆ≀㸪ᾏ᳜ࡣࡕࡓ⚾ࠉ

ᾏ㐨ࡢேࡓࡾ࡞ࠖࡋࡣࡅࠕࡄ࡞ࡘࢆࠎ

ࢺࢵࢿࡋࡣࡅࡢⰼࠉ㔛ࡢࠕ㸪࠼⪄࠸

㸧ࠖࢺࢵࢿ࠾ࡀࡿࡦࡲࡣ㸦㏻⛠㸸ࢡ࣮࣡ ❧ࢆ

ᾏࡢᮾࡿࡍᾘኻࡾࡼᪧᕤࠋࡓࡆୖࡕ

᳜≀⩌ⴠࡽࡿ࠶ᾏ᳜≀ࡢ✀Ꮚࢆ㞟ࡵ

࡚㸪ᾏ㐨࡛⫱ⱑࡋ㸪ࡧ⌧ᆅࡢ㐺ᆅ࠸ࡿ࠶

ࠋࡿࡍⓗ┠ࢆࡇࡿࡍ᳜⛣➼㏆㞄ᑠᏛᰯࡣ

ࡢ㸪⿕⅏ᆅࡾᏲࢆࡕࡓ≀᳜ࡓࡗṧࡁ⏕᪥ࡢ࠶

⯆ࡢᕼᮃࡢග࠸࡚ࡋ࠺ࡼ࠸࡞ࡉࡸ⤯ࢆ

ᅇࡢ㸪ᾏ᳜≀⩌ⴠ࡚ࡋࡑࠋ࠺ᛮ࠸ࡓࡁ

࡞ࡘᅇࡢែ⣔⏕ࡢඖ࡞ࢱࢵࣂࡸࢳࣁࡀ

ಖࡢᩥࡢᾏ㎶ࡓ࠸࡚ࡅཷࢆࡳᜨࡢࡑ㸪ࡾࡀ

࣭⏕ࢆࡇࡿࡀ࡞ࡘ┠ᣦࠋ࠸ࡓࡋ

＊㞷༳✀ⱑओ⎔ቃ⥳㒊ࠉ㸨㸨ᾏ㐨ᏛᏛ㝔㎰Ꮫ◊✲㝔ࠉ㸨㸨㸨ࡢ㔛ⰼࠉࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡋࡣࡅࡢ㸨㸨㸨㸨औࢫࢡ࣮

┿㸫㸯ࠉ⿕⅏ᚋࡢ࡛ဏ࢜࢞ࣝࣄ࣐ࣁࡃ
ᙳ㸸ᖹ྿႐ᙪẶࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

┿㸫㸰ࠉ㐍ࡴ㜵⅏ᕤ

ᆅᇦ㛫ὶࡿࡼᾏ᳜⏕ඖࡢヨࡳ
㹼ࠕࡢ㔛ࠉⰼࡢࠖࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡋࡣࡅࡢጞື㹼
Establish of the Networks between Tohoku and Other Region Communities for the Restoration of Coastal 
Vegetation  - Start-up of “Kita no Satohama, Hana no Kakehashi Network” Project

㕥ᮌࠉࠉ⋹㸨ࠉᯇᓥࠉࠉ⫕㸨㸨ࠉ⁁ῲࠉΎᙪ㸨㸨㸨ࠉᏞ⏣ࠉࠉᩄ㸨㸨㸨㸨

Akira SUZUKIࠉHajime MATSUSHIMAࠉKiyohiko MIZOBUCHIࠉSatoshi SONDA
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㸳㸬㑇ఏᏊᨩ㜵Ṇࡢ㓄៖

ࡇ࠸ከࡀࡢࡶ࠺⾜ࢆᾏὶᩓᕸࡣ≀ᾏ᳜ࠉ

ᚲࡿ࡞ࢫࣂ࣮ࢼࡾࡲ࠶ࡣ㸪ᆅᇦᛶࡽ

せࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠸࡞ࡣ㸪☜ド࠸࡞ࡀ௨ୖ㸪

✀Ꮚࡣື⛣ࡢᮏ᮶㸪⾜ࡀ࠺࠸࡞ࢃᮃ࠸ࡋࡲ

ⱑ⫱ࡢᮾ࡛ࡾ࠾ࡢ㸪๓㏙ࡋࡋࠋ࠺ᛮ

ࡶཎ๎ࡢ㸪௨ୗࡵࡓࡿ࠶ἣ࡛≦࡞ᅔ㞴ࡀ➼

ࠋࡓࡋࡇࡿࡍᾏ㐨࡛⫱ⱑࡁ࡙

࣭⫱ⱑࡣ▼⊁ᾏ᳜≀ಖㆤࡸ࣮ࢱࣥࢭ㞷༳

✀ⱑ➼㝈ᐃࡋ㸪✀ⱑࡢ㐓ኻࡸ㞧ⲡࡢΰධ

ࡀᗈࡀⰼ⢊ࡓࡲࠋࡿࡍ࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡇ㉳ࡀ

㸪ࡿࡏࡉື⛣ᆅ⌧㸪㛤ⰼ๓࠺ࡼ࠸࡞ࡽ

㛫࠸࡞ࢃྜሙྜࡣⰼⱆࢆ㝖ཤࠋࡿࡍ

᥇ྲྀᆅ࿘ࡢ㸪✀Ꮚࡣሙᡤࡿ࠼᳜ࢆⱑࡓ࡚⫱࣭

㎶㝈ᐃࠋࡿࡍ

࣭✀ᏊࡢᒚṔࢇࡕࡁࢆṧࡋ㸪ᾏ㐨ࡵྵࢆ

ᆅᇦᣑᩓࠋ࠸࡞ࡏࡉ

࣭⫱ⱑ᳜ࡽ᱂ࠋࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ

࣭⮬Ꮿ࡛᱂ᇵ࠺࠸࠸ࡓࡋ᪉ᑐࡣ࡚ࡋ㸪ᾏ

᳜≀ಖㆤ࡚࣮ࢱࣥࢭ㓄ᕸࡿ࠸࡚ࡋ▼⊁

ࡢ✀Ꮚࢆグᛕᣢ࡚ࡗᖐࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ

㸴㸬ࣇ࢜ࢡࢵ࢟ 㺃 㛤ദࢆ࣒࣮࢛ࣛࣇ

ࡓ࠶ࡿࡏࡉࢺ࣮ࢱࢫࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡇࠉ

ࢆኌࡢ⏕ࡢࠎ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸪⿕⅏ᆅ࡛άືࡾ

ᾏ㐨ᒆࡅ㸪ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ㊃᪨ᑐࡿࡍ

⌮ゎࡶࡿࡵ῝ࢆ㈶ྠ⪅ࢆ㞟ࢆࡇࡿࡵ

┠ⓗ࡚ࡋ㸪2014 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥㸦Ỉ㸧ࢡࢵ࢟

ࠋࡓࡋ㛤ദ࡚ᮐᖠࢆ࣒࣮࢛ࣛࣇ࣭ࣇ࢜

ࡦ㝣୕ࠕࡍᣦ┠ࢆ⯆ᆅ࡛⌧ࡣ࡛࣒࣮࢛ࣛࣇ

Ꮫᰯ↛⮬ࡂ࡞ࡘ 㸦ࠖ㔩▼ᕷ㸧ఀࡢ⸨⪽௦⾲㸪

ឡㆤࢇࡾࡾࡺࠕ 㸦ࠖྡྲྀᕷ㸧ࡢᶫಙᙪ௦⾲㸪

ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢺ࣮ࣝ࣋ࣥࣜࢢࡾࡓࢃࠕ 㸦ࠖர⌮

⏫㸧ࡢᯇᓥᏹభົᒁ㛗㸪ࢀࡑᾏ㎶ࢥ࢚ࡢ

ᖹ྿႐ᙪᮾࡓ࠸࡚ࡋዑ㉮ࡵࡓࡿᏲࢆ࣮ࣥࢺ

Ꮫ㝔Ꮫᩍᤵࢆᣍࡁ㸪⿕⅏ᆅࡢ≧ἣ࣭ồࡵ

ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋㄝ࡚᫂࠸ࡘᨭࡿ࠸࡚

ࡣ࣒࣮࢛ࣛࣇࠉ 50 ྡ௨ୖࡀཧຍࠋከࡢࡃ

᪉ࠕࡽ⿕⅏ᾏᓊࢆ↛⮬ࡢᅇࡿࡏࡉᡭఏ࠸

࠸ࡓࡋࢆ ࡢᆅ⌧࡚ࡋ㏻ࢆࡇࡢࡇࢁࡋࡴࠕࠖ

᪉ࡽࠎᏛࡁࡪ ᙺࡀࣝ࢟ࢫࡢࡕࡓศ⮬ࠕࠖ

ࡿࡍࡶఱ࡛ࡽ࡞ࡘ❧ ࣮࢚ࡸ࠸࠸⇕ࡢ࡞ࠖ

3ࠕ㸪࠸ࡧ㣕ࡶࣝ ᖺ⤒࡚ࡗᨭ࠸ࡽࡶ࡚ࡋ

ᨭࡣࡽࢀࡇ㸪ࡀࡿ࠶ࡔࡲࡔࡲࡣࡇ࠸ࡓ

ᮾ࠺࠸ࠖ࠺ࡻࡋࡲ࠸ྜࡧᏛࡾࡼ࠺࠸

ᮏࠋࡓࡗษࢆࢺ࣮ࢱࢫ㸪࡚ࡋඹឤᥦゝࡢࡽ

ࡿಀ㏻㈝➼㛤ദࡢ⪅ㅮ₇ࡣ࡛࣒࣮࢛ࣛࣇ

ࣥࣇࢻ࢘ࣛࢡ࠺࠸ ?㸪Ready Forࢆ㈝⤒

㸪⣙࠸⾜ࡾࡼࢫࣅ࣮ࢧࢢࣥࢹ 70 ࠎ᪉ࡢྡ

ࠋᴯ㸧ࡓฟ᮶ࡀࡇࡿࡍ㛤ദࡁࡔࡓ࠸ࢆᨭࡽ

㸵㸬ᐇ㝿ࡢάື

࡚ࡗ❧ඛࡆୖࡕ❧ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠉ 2013 ᖺ

ࣄ࣐ࣁ㔩▼࡛ᾏ᳜≀㸦㸪ྎᾏᓊ⛅ࡢ

ࣁࣀࣔ࢝ࢣ㸪ࢼ࢞ࢽ࣐ࣁ㸪ࣥࣛࣥ࢘㸪࢜࢞ࣝ
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資料６-基調講演資料３
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環境カウンセラー研修公開講演会アンケート 
 

RC'&0*.2U79`]O5��>;�����\��"
����������

3F�@���>W��#� �%0)2,��=:��
������

 
１．お住まいの地域をお知らせ下さい。 
   札幌市 □北区    □東区    □中央区   □白石区   □厚別区  
       □清田区   □豊平区   □南区    □手稲区   □西区  
       □江別市   □石狩市   □小樽市   □その他（     ） 
 
２．年齢と性別をお知らせ下さい。 
  □20代以下   □30代   □40代  □50代  □60代  □70代以上 
 
   □女性    □男性 
 
３．講演会を何でお知りになりましたか？（いくつでも、おつけください。） 
   □チラシ  □ポスター  □家族や友人に聞いた  
   □ホームページ（具体的に                    ） 
   □Facebook （具体的に                    ）    
      メールニュース（□北海道環境財団 □その他           ） 
   □その他（具体的に                            ） 
 
４．来場の動機をお知らせください。（いくつでも） 
   □自然体験・RCKX1RC68N<�aI
���� �
   □bPHY�a�#?V�aI
���� �
� � � �AB�-+,/2(EJ�aI
���� �

   □4M�RC68N<1hji�aI
���� �
  □]D�^LQ�$��[�aI
���� �

   □その他（具体的に                                    ） 
 
５．参加されて、いかがでしたか？   
【内容】    

�

�

� � � �
�

【時間】   �
�

�

� � � �

６．参加された感想をごお知らせ下さい。�
� � � �

 
 

SZ!G#��


��$����

g � � � �  � f � � �  � � e �  � � � � d � � �  � � c T����
_����

�

g � � � �  � f � � �  � � e �  � � � � d � � �  � � c SZ!G#����

�	���

資料１０-基調講演一般参加者アンケート
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資料１１-基調講演一般参加者アンケート集計結果
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